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我が国は、世界に先駆けて「人口減少・超高齢社会」を迎えており、人口減少に対する意

識や危機感は国民の間に広く浸透してきています。 

このような危機感のもと、「人口減少の抑制・東京圏一極集中の是正・地方創生」などを目

的とした「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国とともに、本市においても、平成２７

年度に「鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略」を策定し、人口減少の

抑制や地域活力向上のための各種施策展開を行ってきたところであります。 

このたび、国において、令和２年度を初年度とする５か年の「第２期まち・ひと・しごと

創生総合戦略」が策定されたことを踏まえ、本市においても、人口減少の抑制、地方創生の

充実・強化に向け切れ目ない取組みを進めるため、「第２期鉾田市まち・ひと・しごと創生人

口ビジョン及び総合戦略」を策定しました。 

今後数十年間の出生数を決める親世代の人口は既に決まっていることから、人口減少に歯

止めをかけ、確実に成果が挙がるまでには長い時間を要することは事実であります。それで

も、人口減少にいかに立ち向かうかによって「未来は選択できる」という信念のもと、厳し

い財政状況の中ではありますが、総合戦略に掲げる取り組みを長期的・継続的に実施してい

くことが重要であります。 

人口減少の抑制、地方創生の充実・強化のため、厳しい現実を正面から受け止め、市民の

皆さまとともに基本認識を共有し、目の前の現象に一喜一憂することなく、ぶれることのな

い着実な取り組みを進めてまいりますので、市民の皆さまの更なるご支援・ご協力をお願い

いたします。 

最後になりますが、「第２期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略」の

策定に当たり、貴重なご意見・ご提案を賜りました皆さま、熱心にご審議賜りました鉾田市ま

ち・ひと・しごと創生有識者会議委員の皆さま、関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。 

令和２年３月 

鉾田市長 岸田 一夫 
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Ⅰ 鉾田市人口ビジョン及び総合戦略の策定にあたって 

１ 策定の趣旨と背景 

（１）「地方版人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定 

① 国の政策動向 

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への

人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって

活力ある日本社会を維持していくため、平成 26年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」（以

下「創生法」という。）が制定されました。 

さらに、同年 12月には、人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来の方向を提

示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（以下「国の長期ビジョン」という。）及

び今後 5 か年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめた「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」（以下「国の総合戦略」という。）が策定されました。 

以来、第 1 期戦略期間として全国的な地方創生の取組みが推進され、令和元年には「ま

ち・ひと・しごと創生基本方針 2019」が示されるとともに、第 1期の取組みについて「継

続を力」にし、切れ目ない取組みを進めていくため、「第 2期まち・ひと・しごと創生総合

戦略」が策定されました。 

 

② 本市の政策動向 

本市においても、平成 28年に「鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦

略」を策定し、しごとの創生として主要産業である農業のブランド力向上や担い手の育成、

市外転出を抑制し、市内への転入を加速させるための子育てしやすい住みよい環境づくり

などを特に強く推進してきました。 

しかしながら、本市では引き続き人口減少が続いていることから、今後も人口減少を抑

制し、若い世代の希望実現のため、結婚から妊娠・出産・子育てまでの支援、域外からの

人の呼び込みや地域経済等を維持するための支援方策が必要不可欠な状況にあります。 

そこで、国の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に合わせ、本市におい

ても、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案し、本市の実情に応じた調査・分析を行い、

人口の現状と将来における展望を提示する「鉾田市人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」

という。）及び「鉾田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」という。）を

改定し、「第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略」（以下「本戦

略」という。）を策定します。 
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２ 人口ビジョン及び総合戦略の位置付け 

人口ビジョンは、本市の人口の現状を分析するとともに、人口に関する住民の認識を共

有しながら、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示するものです。 

この人口ビジョンの実現、まち・ひと・しごと創生の実現、地方創生が目指す、地域に

住む人々が、自らの地域の未来に希望を持ち、個性豊かで潤いのある生活を送ることがで

きる地域社会形成の実現に向け、総合戦略を策定しました。 

総合戦略は、地方公共団体の総合的な振興、発展などを目的とした総合計画と整合性を

図りながら、人口減少克服・地方創生に係る特定分野の戦略として位置付けを整理してい

ます。 

 

３ 人口ビジョン及び総合戦略の対象期間 

人口ビジョンの対象期間は、長期的な視野に立った展望を行うため、国の長期ビジョン

の期間 2060 年（令和 42 年）に準じるとともに、総合戦略期間も、国の総合戦略期間に合

わせ 5年間（令和 2年度～令和 6年度）を対象期間とします。 

 

 対象期間 

令和 

2 年 

令和 

3 年 

令和 

4 年 

令和 

5 年 

令和 

6 年 

令和 

7 年 

令和 

8 年 
～ 

令和 

42 年 

人口ビジョン          

総 合 戦 略       

総 合 計 画         第 2 次計画 
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Ⅱ 鉾田市の人口動態 

１ 人口動向分析 

（１）総人口の推移 

① 人口の推移 

本市の総人口は、昭和 55年に 47,731人であったものが、平成 2年には 5万人を上回っ

て推移し、以降 15 年間は増加基調を維持し、さらに平成 17 年には鉾田町・旭村・大洋村

が合併し、鉾田市として 51,054人で人口ピークを迎えています。 

しかし、平成 22年以降は人口減少期に入り、平成 27年には 48,147人となっています。 

また、年少人口は昭和 60年、生産年齢人口は平成 2年をピークにそれぞれ減少期に入っ

ており、老年人口のみ昭和 55年から増加して推移しており、本市における少子高齢化の進

行を示しています。 

また、総人口のピーク時である平成 17年から平成 27年までの総人口の減少は 2,907人

（▲5.7%）となっており、内訳としては年少人口（15歳未満）が 1,251人（▲18.9%）、生

産年齢人口（15～64 歳）が 3,975 人（▲12.4%）減少し、一方で老年人口（65 歳以上）が

2,239人（18.2％）の増加となっています。 

 

図表-1 総人口の推移（国勢調査ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

※ 総人口は年齢不詳者を含むため、総人口と内訳の合計は一致しません。 
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平成 28年からの直近の人口推移は、平成 28年に 48,168人、平成 29年に 47,805人、平

成 30年に 47,438人、平成 31年には 47,000人を下回り、46,826人となっています。 

  

図表-2 直近の総人口の推移（茨城県常住人口調査ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県常住人口調査結果 

※ 基準日は各年 1 月 1 日。 

※ 総人口は年齢不詳者を含むため、総人口と内訳の合計は一致しません。 
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② 年齢３区分別人口推移 

国勢調査に基づく年齢区分別人口（年少人口・生産年齢人口・老年人口）をみると、年

少人口の減少が顕著であり、昭和 55年の 23.1％から、平成 27年には 11.1％と割合が半分

以下（昭和 55年比▲12.0ポイント）まで低下しています。 

一方、老年人口割合は昭和 55年の 10.6%から、平成 27年の 30.2%（昭和 55年比 19.6ポ

イント）まで増加しており、茨城県や鹿行地域と比較しても、本市の老年人口の割合が高

くなっています。 

また、老年人口の増加とともに総人口の減少があるため、構成割合としては生産年齢人

口が昭和 55年の 66.3%から平成 27年の 58.5%（同年比▲7.8ポイント）、同じく年少人口が

23.1%から 11.1%（同年比▲12.0ポイント）まで減少しています。 

 

図表-3 年齢３区分別の人口構成割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

図表-4 年齢３区分別の人口構成割合の比較（平成 27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年国勢調査 
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③ 地区別人口（旧町村）の推移 

国勢調査に基づく旧町村単位の人口推移では、旧旭村と旧大洋村はそれぞれ平成 17年を

ピークに人口は減少に転じており、本市全体の動向と同様の動きとなっているが、旧鉾田

町は人口のピークが平成 7年（国勢調査）となっており、平成 12年以降は減少傾向にあり

ます。 

 

図表-5 地区別人口（旧町村）推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 町丁名 

旧旭村 上釜、沢尻、荒地、箕輪、下太田、上太田、田崎、

鹿田、造谷、玉田、子生、常磐、冷水、勝下新田、

勝下、樅山、滝浜、柏熊新田、湯坪 

旧鉾田町 鉾田、塔ケ崎、新鉾田 1 丁目、新鉾田 2 丁目、 

新鉾田西 1 丁目、新鉾田西 2 丁目、安房、柏熊、 

烟田、安塚、大竹、白塚、高田、串挽、野友、半原、 

借宿、青柳、紅葉、菅野谷、大和田、上冨田、下冨

田、鳥栖、当間、飯名、秋山、駒木根、徳宿、大戸、

舟木 

旧大洋村 札、江川、中居、上幡木、飯島、上沢、大蔵、阿玉、

梶山、二重作、台濁沢、汲上、青山 

（人） 
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④ 性別・年齢別人口の推移 

昭和 60年時点の最も人口構成の多い年齢層である 30～39歳が、平成 27年時点で高齢者

層の 60～69歳に移ってきており、今後、後期高齢者層が増加することが予想されます。 

また、それ以下の世代の減少があり、人口ピラミッドは少子高齢化の進行を示していま

す。 

 

図表-6 性別・年齢別人口 
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２ 自然増減・社会増減の動向 

（１）自然増減・社会増減の状況 

① 合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率（1人の女性が、生涯に生む子どもの推定人数）は全国平均と県内

平均を上回って推移しており、平成 24年には 1.47で推移しています。 

また、全国的には、平成 17年の 1.26を底に、増加基調が続いており、平成 27年までは

前年を上回って推移しており、わが国の合計特殊出生率は上昇傾向にありましたが、近年、

横ばいからやや微減傾向にあります。 

 

図表-7 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県保健福祉統計年報 

※ 市区町村単位では出生数などの標本数が少なく、偶然変動の影響を受けて数値が不安定な動きを示すことから、

ベイズ統計による推定の適用を行って算出している。 

※ 市区町村の合計特殊出生率（ベイズ推定値）：5 年毎に「人口動態統計特殊報告」により公表（最新版：平成 20 

※ 年～平成 24 年人口動態保健所・市区町村別統計） 
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② 婚姻数と未婚率の推移 

本市の婚姻数は年々減少しており、平成 25年以降は 200件を下回って推移しています。 

また、年齢階層別未婚率では、男性女性ともに若者（20歳～39歳）の未婚率が上昇して

おり、婚姻数の減少と相関関係にあります。 

未婚率を昭和 60年と平成 27年を比較した場合、30歳～34歳において男性で、25.4ポイ

ント、女性で 29.2 ポイント未婚率が上昇しています。また、35 歳～39 歳において、男性

で 29.9 ポイント、女性で 19.3 ポイント未婚率が上昇しています。特に女性の 25 歳～29

歳の未婚率の上昇が目立っており、昭和 60年以降、35.5ポイント上昇しています。 

平均初婚年齢は県平均を下回って推移していますが、上昇傾向にあります。 

 

図表-8 婚姻数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県人口動態統計 

 

図表-9 年齢階層別未婚率の推移（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 
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図表-10 年齢階層別未婚率の推移（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

図表-11 平均初婚年齢の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県保健福祉統計年報 
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③ 自然増減の推移（出生・死亡） 

本市の自然増減は、平成 9年までは出生数が死亡数を上回り、「自然増加」が続いていま

したが、平成 10 年以降は、死亡数が出生数を上回る自然減に転じています。平成 10 年を

起点に、死亡数が出生数を上回る「自然減少」が始まり、その減少幅は年々拡大していま

す。 

 

図表-12 自然動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県常住人口調査 
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【主な自然減少の要因】 

出産数の多い 20～39 歳の女性の人口をみると、平成 17 年をピークに減少しており、

平成 30年には 4,003人と、平成 17年から平成 30年までの 14年間で、1,674人の減少と

なりました。 

18 歳未満の児童がいる世帯割合についても、晩婚化の進行や子どもを産む若い世代の

減少から、平成 22 年からは茨城県平均を下回り、子育て世帯は 4 世帯に 1 世帯となり、

平成 27年には、ほぼ 5世帯に１世帯の割合にまで減少しています。 

 

図表-13 20～39歳女性人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県常住人口調査 

 

図表-14 18歳未満の児童がいる世帯割合の推移 
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④ 社会動態の推移（転入・転出） 

本市では、平成 21年までは転入数が転出数を上回っていました。特に、平成 7年から平

成 9年、平成 14年～平成 17年には、在留外国人の転入が増えたことにより、一時的に大

きく社会増に転じています。 

平成 22 年以降は、転出者数が転入者数を上回り、「社会減少」に転じています。特に、

平成 23年の東日本大震災等の影響が少なからず数値に表れているものと思われます。 

 

図表-15 人口社会動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県常住人口調査結果報告書 

 

図表-16 在留外国人の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：在留外国人統計（旧登録外国人統計） 

外国人等の国外流出とその反動（東日本大震災） 

人口移動数は年々拡大傾向 
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⑤ 年齢（５歳階級）別男女別の転入・転出数の推移 

社会移動（純移動＝転入者数－転出者数）の状況を男女別にみると、本市は、特に 20歳

～34歳の世代にかけて、年齢別人口に占める女性割合が、他の世代と比べて低くなってい

ることもあり、全体数としては、男性の社会移動数が大きくなっています。 

男性では、20 歳前後の若い外国人研修生が転入するなどの要因もあり、特に 20 歳～24

歳で大きく転入が超過しています。一方で、25歳～29歳の女性の人口数に比べて、その世

代の女性の転出割合は高くなっており、男女ともに子育て世代に位置する 25歳～39歳にお

いて、大きく転出が超過となっています。また、60歳以降のシニア層では男女ともに転入

超となっており、Uターンや老後に田舎でゆとりのある生活を求めて本市へ転入するシニア

層が一定程度いることが要因の一つとして挙げられます。 

 

図表-17 男性の年齢別社会動態（平成 30年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県常住人口調査 

 

図表-18 女性の年齢別社会動態（平成 30年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県常住人口調査 
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⑥ 首都圏（1都 3県）への転入・転出数の推移 

本市の首都圏（1都 3県：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）への転入・転出状況は、

平成 20 年では首都圏からは転入超過となっていましたが、平成 30 年には転出超過となっ

ており、本市の人口が首都圏へ流出している状況となっています。 

なお、平成 30年の本市から首都圏への転出者数は、439人（内訳：千葉県 141人、東京

都 140人、埼玉県 83人、神奈川県 75人）となっており、首都圏から本市への転入者数は、

265人（内訳：東京都 103人、千葉県 82人、神奈川県 42人、埼玉県 38人）となっていま

す。 

 

図表-19 茨城県外との地域間移動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県常住人口調査 
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（２）総人口に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

本市の自然動態・社会動態は、大きく 3つの段階に分けられます。 

第 1 段階は、平成 9 年までで、自然増加と社会増加により人口が順調に増加する「人口

成長期」に該当します。 

第 2段階は、平成 10年から平成 21年までで、社会増加は続きながらも自然減少に転じ

た状況で、「人口成熟期」に該当します。なお、平成 18 年に人口増減分岐点を超え、人口

減少時代に入ります。 

第 3段階は、平成 22年以降で、自然減少に加えて社会動態が減少に転じたことで、人口

減少に拍車がかかった「人口減少期」に入っています。近年では社会増もみられるものの、

自然減が強く、人口減少の傾向は続いています。 

このことから、近年の人口減少の動向を総括すると、以前より続いていた自然減少の減

少幅が拡大傾向であることに加え、社会減少が相まっていることが、人口減少の要因であ

ると言えます。 

 

図表-20 人口自然動態・社会動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県常住人口調査結果報告書 
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３ 産業・就業構造の動向 

（１）産業構造と就業者数の状況 

① 本市の産業構造 

産業構造を経済センサス調査による鉾田市の総生産額（付加価値ベース）からみると、「卸

売業、小売業」が 25.0%を占めているほか、「建設業」「医療、福祉業」の構成比が国・県を

上回っています。また、「製造業」については、10.9％となっており、全国割合 23.8％、県

割合 19.9％を下回っています。 

 

図表-21 産業大分類別の付加価値額の割合（百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年経済センサス 

※ 付加価値額＝売上高－費用総額＋給与総額＋租税公課（費用総額＝売上原価＋販売費及び一般管理費） 

※ 構成比が「1.0%」以下のものは、数値を非表記としています。 

外：鉾田市 

中：茨城県 

内：全国 
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また、本市の総生産額は県内構成比の約 1％を占めていますが、産業構造の特化係数を見

ると、県平均に対して本市の農林水産業が占める割合は突出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年茨城県市町村民経済計算より抜粋 

※ 市町村内総生産：当該地域の市町村内の経済活動で生産された付加価値の合計。当該地域のＧＤＰに相当する。 

※ 対県構成比＝市町村内総生産（名目）÷県内総生産（名目）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年茨城県市町村民経済計算より抜粋 

特化係数：市町村の経済活動ごとの構成比を県と比較し，県から見た相対的な経済活動構成比の大きさを表す指標。 

特化係数＝市町村内の経済活動構成比÷県の経済活動構成比 
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② 本市の産業別就業者 

（ア）産業別就業者 

本市の産業別就業者数推移をみると、昭和 55年時点では本市の基幹産業である農業を中

心とした第１次産業の就業者が最も多くを占めています。 

しかし、昭和 55年に 53.0％あった第１次産業の構成比は、平成 27年までに県内トップ

の構成割合ではあるものの、5,477人の就業者が減少し、31.9％まで低下しています。 

本市の就業者数は、平成 12 年の 27,034 人をピークに減少傾向にあり、平成 27 年には

24,896 人（▲7.9％）まで減少しています。また、分類別では第 1 次産業が 9,041 人から

7,949人（▲12.1％）、第 2次産業が 6,441人から 5,342人（▲17.1％）減少し、第 3次産

業は 11,552人から 11,605人（＋0.45％）へと増加しています。 

 

図表-22 産業別就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 
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（イ）男女別産業大分類別就業者数 

就業者数では、農業、林業が突出し、男性は、「建設業」「製造業」「卸売業・小売業」、

女性は「卸売業・小売業」「医療・福祉」「製造業」の分野で就業者数が多くなっています。 

 

図表-23 産業別就業者数の推移（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年国勢調査 
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③ 本市の経済の総生産額 

（ア）産業別総生産 

本市の総生産額の推移は、各産業とも大きな伸びはありませんが、第 1 次産業において

平成 26年以降に 300億円を上回り、総額も 1,400億円に達して推移しています。 

 

図表-24 産業別総生産額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県市町村民経済計算 

 

（イ）農業の総生産 

総生産額のうち、農業の生産額は低調の兆しがあったものの、平成 26年に復調し、本市

の総生産額の約 2割を占めるまで回復しています。 

 

図表-25 農業生産額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県市町村民経済計算 
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Ⅲ 将来人口推計と将来展望 

１ 将来人口の展望に係る調査結果概要 

この調査は、本戦略を策定するうえでの基礎資料として活用するため、市民の結婚・出

産・子育てや定住・移住、雇用、出産・子育て等に関するご意見・ご要望を把握するため

に実施しました。 

 

○ 質問には１つのみ答えるシングルアンサーと複数回答のマルチアンサーがあり、マル

チアンサーの質問では、表記の割合の合計は 100.0％を超えます。 

○ 割合は選択肢ごとに小数第２位で四捨五入しているため、その割合の合計は 100.0％に

ならないところがあります。 

 

（１）高校生の将来に対する意識調査 

① 調査の実施概要 

調 査 趣 旨 高校生の定住意向、仕事、Ｕターンなどに関するニーズ調査 

調 査 対 象 者 鉾田第一、鉾田第二、鉾田農業の高校 3 年生 

調 査 方 法 各高校でのアンケート用紙の配布及び回収 

実 施 期 間 令和元年７月 

対 象 人 数 回収数 559 票（うち、鉾田市在住者 189 人） 

 

② 調査の結果概要 

希望する進路 

県内への進学希望が、市内在住者は 41.5%と、市外在住者より若干割合が高い結果とな

り、県内への進学志向がうかがえる結果となりました。また、市内在住者の県内・県外

問わず進学希望割合は 7割を超えており、就職を希望する割合は 25%程度となっています。 
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鉾田市に対する愛着 

鉾田市への愛着は、今回調査では 59.3％と前回調査の 42.6％からは増加しており、愛

着はないと回答した割合はいずれも減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住継続意向について 

居住の意向としては、今回・前回調査では微増減があるものの、居住意向は約 3 割、

転出意向は約 2割と同水準となっています。 
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就職したい仕事の分野 

就職の希望先（市内在住者）としては、「介護・福祉・医療関連」「子ども・教育関連」

「ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ・情報処理関連」が上位となっており、本市の基幹産業である「農業」の割

合は低い結果となっています。 

前回調査と比較すると、上位 3分野の割合がいずれも増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働きたい場所 

働きたい場所としては、今回調査での市内での就職希望は 9.6%となっており、「どこで

働いてもかまわない」を合わせると 26.2%となります。 

また、前回調査よりも、「東京圏」で働きたいとの回答が 31.0％と 3割を超え、前回調

査よりも割合が増加しており、首都圏での就労意向が強くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=187 

n=335 

n=185 ※複数回答 
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28.8%

28.2%

25.4%

24.3%

23.2%

22.0%

18.6%

16.9%

15.3%

13.0%

7.3%

7.3%

6.8%

6.8%

1.7%

1.7%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

子育て支援の充実

公共交通の整備・充実

医療・福祉の充実

まちなかのにぎわい創出

防犯・防災など安全・安心の充実

観光の振興

都市機能の整備

働く場の創出

生活基盤（道路・上下水道など）の充実

就職・就業支援の充実

低価格・低賃貸住宅の整備

教育環境の充実

文化・芸術活動の支援

他の地域に対するＰＲ活動の充実

産業の振興

市民活動の充実

その他

8.2%

9.4%

65.2%

62.4%

16.3%

15.5%

1.6%

0.6%

8.7%

12.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

前回調査

１人 ２人 ３人 ４人以上 子どもはいらない

 

定住化促進のために力を入れるべきと思うこと 

行政に求める施策（市内在住者）としては、「子育て支援の充実」を一番に、「公共交

通の整備・充実」、「医療・福祉の充実」などが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欲しい子どもの人数 

（市内居住者の）欲しい子どもの人数としては、「2人」が最も多く、次いで「3人」「子

どもはいらない」となっています。また、平均人数では、前回調査が「1.83 人」に対し

て、今回調査では「1.94人」となっています。 

高校生の将来の希望する子どもの数としては、前回調査より、増えており、若者の希

望を実現する施策を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本市在住の高校生の将来欲しい子どもの数 

 １．９４人（前回：１．８３人） 

n=184 

n=330 

n=177 ※複数回答 
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26 

11.4%

16.2%

9.4%

35.4%

37.8%

39.9%

17.7%

16.2%

21.7%

22.8%

19.8%

14.5%

12.7%

9.9%

14.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～４０歳

ぜひ住み続けたい

特段の事由がなければ、住み続けたい

どちらともいえない

職場や学校等の生活環境の変化によっては他市町村に転出する

（できれば）住み続けたくない

（２）若者定住促進・結婚観アンケート調査 

① 調査の実施概要 

調 査 趣 旨 若者の定住意向、仕事、Ｕターンなどに関するニーズ調査 

調 査 対 象 者 25 歳以上 40 歳以下の男女 1,500 名 

調 査 方 法 郵送によるアンケート用紙の送付及び回収 

実 施 期 間 令和元年８月２９日～９月２０日 

回 収 状 況 回収率 22.6%（339 票） 

 

② 調査の結果概要 

今後も住み続けたいと思うか 

居住の意向としては、30～34歳の居住意向が強いものの、「職場や学校等の生活環境の

変化によっては他市町村に転出する」とした人の割合が若い世代ほど多くなっており、

若い世代への就労・生活環境の定着が早ければ、居住継続の意向が高まる可能性がある

ことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=138 

n=111 

n=79 
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55.1%

39.7%

35.9%

33.3%

32.1%

15.4%

14.1%

12.8%

11.5%

11.5%

10.3%

9.0%

6.4%

6.4%

5.1%

2.6%

1.3%

3.8%

46.9%

40.7%

38.1%

25.7%

33.6%

14.2%

15.0%

14.2%

15.9%

5.3%

11.5%

15.0%

9.7%

9.7%

8.0%

4.4%

0.9%

0.9%

46.8%

28.1%

30.9%

34.5%

25.2%

21.6%

21.6%

15.8%

18.0%

5.8%

10.8%

11.5%

9.4%

10.1%

11.5%

4.3%

0.7%

5.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

日常の買い物に便利なところ

通勤・通学に便利なところ

治安のよいところ

医療環境の整ったところ

子育て支援策が充実しているところ

災害に強い地域・まち

保健・福祉サービスが充実しているところ

教育環境の整ったところ

市内・近隣に働く場所があるところ

地価・家賃が安いところ

親の住まいに近いところ

生活環境基盤（道路・上下水道）が整備されたとこ

ろ

スポーツ・レジャー環境が充実したところ

昔から住み慣れた地域

公園や緑があり閑静なところ

文化施設（美術館・博物館等）が充実したところ

地域のコミュニティ活動が活発なところ

その他

２５～２９歳 ３０～３４歳 ３５～４０歳

理想の住みたいまちについて 

まちの理想を世代別にみると、すべての世代で「日常の買い物に便利なところ」を求

める回答が多くなっています。次点としては 25～29歳・30～34歳で「通勤・通学に便利

なところ」、35～40歳で「医療環境の整ったところ」に回答が分かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n=139   ※複数回答 n=113 n=78 
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61.7%

42.0%

33.3%

29.6%

24.7%

19.8%

18.5%

18.5%

17.3%

7.4%

63.2%

42.1%

29.8%

30.7%

33.3%

10.5%

22.8%

17.5%

21.1%

7.0%

62.0%

36.5%

27.0%

30.7%

32.1%

9.5%

23.4%

26.3%

21.9%

6.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽減

充実した子育て支援サービス

安心して出産できる環境の提供（産婦人科など）

多様で質の高い保育・教育環境の充実

小児科など子ども向け医療機関の充実

子育て不安解消 相談できる場や機会の充実

公園 児童センターなどの安心して遊べる場の充実

多様な働き方を促す取り組み

出会いの場の提供、結婚気運の醸成

その他

２５～２９歳 ３０～３４歳 ３５～４０歳

 

重視すべき取り組みについて 

重視すべき取り組みを世代別にみると大きな相違はなく、世代を通してニーズは固定

化されているとみることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n=137   ※複数回答 n=114 n=81 
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37.9%

24.9%

14.8%

5.3%

3.6%

2.4%

1.8%

0.6%

0.0%

8.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

友人や兄弟姉妹を通じて

職場や仕事の関係

学校

街なか（街コン含む）や旅先

お見合い（親せき・上司の紹介も含む）

アルバイト

学校以外のサークル活動、クラブ活動、習い事

結婚相談所

幼なじみ・隣人関係

その他

59.6%

38.5%

32.1%

21.2%

20.5%

15.4%

58.2%

48.7%

38.6%

29.7%

30.4%

7.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

婚活イベントの開催

低収入者向け結婚生活支援金の助成

民間の婚活イベント等の参加費の助成

婚活セミナーの開催

いばらき出会いサポートセンター登録費用の助成

その他

結婚している 結婚していない

 

結婚意欲の醸成に有効であると思う取り組みについて 

有効である取り組みについては、既婚者・未婚者で回答に多少の差が見られるものの、

「婚活イベントの開催」、「低収入者向け結婚生活支援金の助成」、「民間の婚活イベント

等の参加費の助成」などが結婚意欲の醸成に有効であるとの回答割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者との出会いについて 

既婚者の回答における配偶者との出会いについては、「友人や兄弟姉妹を通じて」が最

も多く、次いで「職場や仕事の関係」「学校」が多くなっており、日常の生活の中での出

会いが中心となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n=169 

n=156 n=158   ※複数回答 
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39.6%

24.5%

21.4%

18.2%

18.2%

11.3%

5.0%

2.5%

15.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

結婚資金（挙式や新生活のための準備費用）

親の承諾

結婚生活のための住居

親との同居や扶養

職業や仕事上の問題

年齢上のこと

健康上のこと

学校や学業上の問題

その他

35.1%

32.7%

14.3%

3.6%

3.0%

2.4%

1.8%

1.2%

0.0%

0.0%

6.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

年齢的に適当な時期だと感じた

一緒に暮らしたかった

子どもができた

子どもがほしかった

親や周囲のすすめ

友人や同年代の人たちの結婚に触発された

収入や住居等結婚生活のための経済的基盤ができた

自分または相手の仕事の事情

結婚資金の一部について親からの支援があった

結婚資金（挙式・新生活の準備資金）を貯めた

その他

 

結婚を決めた理由について 

既婚者の回答における結婚を決めた理由については、「年齢的に適当な時期だと感じ

た」が最も多く、次いで「一緒に暮らしたかった」「子どもができた」が多くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚の支障となると思っていたが、結婚後にさほど支障とならなかったと思うこと 

既婚者の回答における、「結婚の支障となると思っていたが、結婚後にさほど支障とな

らなかったと思うこと」については、「結婚資金（挙式や新生活のための準備費用）」が

最も多く、次いで「親の承諾」「結婚生活のための住居」が多くなっています。 

よって、「結婚資金」・「親の承諾」・「結婚生活のための住居」などについては、結婚前

の心配が、結婚後それほどではなかったという既婚者の割合が多いことがうかがえます。 
今後の若者の結婚意欲の醸成やマッチング支援などの施策展開の際には、参考となる

データと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=168 

n=159 ※複数回答 
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50.6%

39.2%

21.5%

19.6%

19.0%

17.7%

17.1%

11.4%

7.6%

5.7%

4.4%

3.8%

1.3%

6.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

適当な相手にまだめぐり会わない

出会いの場がない

独身の自由さや気楽さを失いたくない

結婚する必要性をまだ感じない

結婚資金が足りない

異性とうまくつき合えない

今は、趣味や娯楽を楽しみたい

今は、仕事（または学業）にうちこみたい

すでに結婚が決まっている

結婚相手と離別または死別している

結婚生活のための住居のめどがたたない

親や周囲が結婚に同意しない（だろう）

結婚するにはまだ若すぎる

その他

 

一生を通じての結婚に対する考え 

未婚者の今後の考え方として、「いずれ結婚するつもり」が 50.9%となっています。 

「今後一生結婚するつもりがない」と答えた割合は、6.1％であり、「いずれ結婚する

つもり」・「結婚するかどうかわからない」の合計は、93.8％となっており、「結婚するか

どうかわからない」層に対して、結婚意欲の醸成を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在独身でいる理由について 

現在独身でいる理由については、「適当な相手にまだめぐり会わない」が最も多く、次

いで「出会いの場がない」「独身の自由さや気楽さを失いたくない」が多くなっています。 

また、「異性とうまく付き合えない」という割合も依然として高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれ結婚するつも

り

50.9%
結婚するかどうかわ

からないあ

42.9%

今後一生結婚する

つもりがない

6.1%

n=163 

n=158  ※複数回答 
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支障になることがあ

ると思う

70.1%

支障になることはな

いと思う

29.9%

37.4%

56.6%

51.0%

38.3%

11.6%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

前回調査

ある程度の年齢までには結婚するつもり

理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない

その他

 

結婚に対する考えについて 

未婚者の今後の考え方として、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわ

ない」が 51.0%となっています。 

前回調査では、「ある程度の年齢までには結婚したい」が 56.6％だったものが、今回調

査では 37.4%となっています。 

一方、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」が前回調査の

38.3％から、今回調査では 51.0％と増加しており、「ある程度の年齢までには結婚したい」

割合と「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」割合が逆転してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相手が見つかり 1年以内に結婚する場合の支障の有無 

未婚者の今後の考え方として、「支障になることがあると思う」が 70.1%となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n=154 

n=155 

n=203 
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10.1%

1.5%

9.3%

15.5%

63.6%

62.5%

14.7%

20.5%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

前回調査

いらない １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

48.0%

37.3%

31.4%

26.5%

9.8%

9.8%

4.9%

1.0%

6.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

結婚資金（挙式や新生活のための準備費用）

職業や仕事上の問題

結婚生活のための住居

親との同居や扶養

年齢上のこと

健康上のこと

親の承諾

学校や学業上の問題

その他

 

具体的な支障の内容 

具体的な支障の内容については、「結婚資金（挙式や新生活のための準備費用）」が最

も多く、次いで「職業や仕事上の問題」「結婚生活のための住居」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚した場合の欲しい子どもの人数 

未婚者が結婚後に欲しい子どもの人数としては、「2人」が最も多く、次いで「3人」「子

どもはいらない」となっています。 

また、平均人数では、前回調査が「2.02人」に対して、今回調査では「1.90人」とな

っています。前回調査より、低下していますが、欲しい子どもの数、希望する子供の数

としては、概ね２人程度となる傾向は続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本市在住の未婚者が結婚後欲しい子どもの数 

 

 

１．９０人（前回：２．０２人） 

n=129 

n=203 

n=108  ※複数回答 
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19.4%

11.8%

28.3%

32.8%

39.1%

41.9%

8.5%

8.7%

1.7%

1.9%

3.1%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

前回調査

低い やや低い ふつう やや高い 高い 無回答

19.1%

20.0%

34.9%

33.8%

35.3%

33.1%

6.3%

8.3%

1.4%

2.1%

3.0%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

前回調査

低い やや低い ふつう やや高い 高い 無回答

（３）結婚・子育てアンケート調査 

① 調査の実施概要 

調 査 趣 旨 子ども・子育て支援に関する調査  

調 査 対 象 者 0 歳～15 歳までの子どもを持つ 2,000 世帯 

調 査 方 法 郵送によるアンケート用紙の送付及び回収 

実 施 期 間 平成 31 年 1 月から平成 31 年 2 月 

回 収 状 況 回収率 57.4%（1,148 票） 

 

② 調査の結果概要 

子育ての環境や支援への満足度（就学前児童） 

子育ての環境や支援への満足度については、前回調査と比べて『低い（「低い」と「や

や低い」の合計値）』が 3.1ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 鉾田市子ども・子育て支援に関するアンケート調査より抜粋 

 

子育ての環境や支援への満足度（小学生） 

子育ての環境や支援への満足度については、前回調査と比べて『低い（「低い」と「や

や低い」の合計値）』が 0.2ポイント増加しています。前回調査との大きな差はみられな

いものの、『高い（「やや高い」と「高い」の合計値）』は 2.7ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 鉾田市子ども・子育て支援に関するアンケート調査より抜粋 

n=718 

n=670 

n=430 

n=145 
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79.4%

42.1%

29.9%

28.6%

25.5%

24.1%

18.7%

18.0%

15.7%

14.5%

7.1%

6.4%

5.3%

77.3%

51.3%

35.5%

22.2%

23.3%

27.5%

19.6%

12.8%

13.0%

8.5%

5.1%

6.6%

6.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やして

欲しい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備

して欲しい

子育て支援センターなど、親子が安心して集まれる

身近な場、イベントの機会が欲しい

学童保育を増やして欲しい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に

対して職場環境の改善を働きかけて欲しい

専業主婦など誰でも気軽に利用できる保育サービ

スが欲しい

子育てに困ったときに相談したり情報が得られる場

を作って欲しい

保育所（園）を増やして欲しい

子育てについて学べる機会を作って欲しい

認定こども園を設置して欲しい

多子世帯の優先入居や広い部屋の割り当てなど、

住宅面の配慮が欲しい

幼稚園を増やして欲しい

その他

今回調査 前回調査

充実を期待する子育て支援（就学前児童） 

充実を期待する子育て支援については、前回調査と比べて差がみられる項目は、「子育

て支援センターなど、親子が安心して集まれる身近な場、イベントの機会が欲しい」で

5.6ポイント、「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備して欲しい」で 9.0ポ

イントの減少、「認定こども園を設置して欲しい」で 6.0 ポイント、「学童保育を増やし

て欲しい」で 6.4ポイントの増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 鉾田市子ども・子育て支援に関するアンケート調査より抜粋 

 

n=718    n=670  ※複数回答 



Ⅲ 将来人口推計と将来展望 

１ 将来人口の展望に係る調査結果概要 

36 

10.9%

26.6%

47.7%

46.3%

18.2%

13.7%

12.6%

4.3%

7.6%

9.2%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査

前回調査

ぜひ住み続けたい

特段の事由がなければ、住み続けたい

どちらとも言えない

生活環境の変化によっては、他市町村へ転出する

住み続けたくない

無回答

（４）市民満足度調査 

① 調査の実施概要 

調 査 趣 旨 市政運営にかかわる市民満足度調査調査 

調 査 対 象 者 18 歳以上の男女 1,000 人 

調 査 方 法 アンケート用紙の郵送配布及び回収 

実 施 期 間 平成 31 年 1 月 4 日～31 日 

回 収 状 況 回収率 39.6%（396 票） 

 

② 調査の結果概要 

今後も鉾田市に住み続けたいと思いますか 

定住意向のある人は 58.6%となっており、「どちらも言えない」「無回答」を除く転出意

向のある人は 20.2%となっています。 

定住意向のある人の割合が一定程度の割合は保っているものの、前回調査では定住意

向のある人は 72.9%、転出意向のある人は 13.5%となっており、前回よりも定住意向の割

合が減少し、転出意向の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=396 

n=1,267 
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60.1%

17.4%

21.5%

12.9%

16.9%

22.2%

17.4%

44.2%

17.7%

32.3%

31.8%

18.9%

14.1%

63.6%

29.8%

10.1%

61.1%

48.5%

40.2%

62.6%

35.9%

38.9%

26.3%

57.3%

46.2%

56.3%

62.9%

74.0%

15.4%

11.9%

26.0%

18.9%

26.0%

43.9%

18.4%

39.1%

41.2%

26.8%

22.2%

18.7%

9.6%

15.4%

9.8%

18.9%

54.3%

3.8%

2.5%

4.0%

3.0%

2.0%

2.8%

2.5%

2.8%

2.8%

2.8%

2.3%

2.8%

2.0%

2.0%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⑮親戚・知人が近くに住んでいる

⑭道路など都市整備

⑬公共施設

⑫文化・芸術活動

⑪医療・福祉環境

⑩教育環境

⑨子育て環境

⑧治安の良さ

⑦街並み、まちの雰囲気、イメージ

⑥公園、自然環境

⑤生活の利便性

④通勤、通学のアクセス

③交通の便

②住宅条件

①住宅価格・家賃

満足 不満足 わからない 無回答

 

本市の住みやすさ 

本市の住みやすさとしては、「②住宅条件」が最も多く、次いで「⑮親戚・知人が近く

に住んでいる」「⑧治安の良さ」となっています。 

一方、不満のあるものでは「③交通の便」が最も多く、次いで「④通勤、通学のアク

セス」「⑪医療・福祉環境」となっており、「⑭道路など都市整備」「⑦街並み、まちの雰

囲気、イメージ」「⑤生活の利便性」などの項目において不満が満足を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n=396 
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２ 将来人口推計の分析 

（１）総人口の将来見通し 

① 国の長期ビジョンによる将来人口の見通し 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 30年推計）」（出生中位（死

亡中位））によると、近年の出生率の改善などにより全国推計における出生率仮定が上昇し

たことや、近年の人口移動の状況を反映したことなどから、前回推計より全都道府県で人

口が減少する時期が 10 年遅くなり、2030 年以降に全都道府県で総人口が減少し、2045 年

の総人口は、東京都を除いたすべての道府県で 2015年を下回ると予測されています。 

また、国の長期ビジョンによると、仮に、合計特殊出生率が、2030（令和 12年）年に 1.8

程度、2040（令和 22年）年に 2.07程度（2025年には 1.6程度）まで上昇すると、2060（令

和 42年）年の総人口は 1億 189万人となり、ピーク時の平成 20年と比べて▲20.5％の減

にとどまると推計しています。 

なお、「国の長期ビジョン」では、人口減少の克服に向けて次のような方向性が示されて

います。 

 

・人口減少に歯止めをかける。 

・若い世代の結婚・子育ての希望が実現すると、合計特殊出生率は 1.8程度に向上する。 

・若い世代の結婚・子育ての希望も含めた「国民の希望の実現」に全力を注ぐ。 

・人口減少に歯止めがかかると、2060年に 1億人程度の人口が確保される。 

・さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える。（人口減少に歯止めがかかると、高齢化

率は 2050 年に 35.7％でピークに達した後は低下し始め、2090 年頃には現在とほぼ同

水準の 27％程度にまで低下。） 
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図表-26 国の推計による将来人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」より抜粋 

 

 

② 鉾田市における将来人口の見通し 

本市では、将来人口の見通し設定にあたり、「国の長期ビジョンおける令和 42（2060）年

までの人口見通し」を参考に、比較検討のため、合計特殊出生率と社会移動率にいくつか

の仮定を置いて、本市の 2060年までの総人口の将来見通しを試算しました。 

将来人口推計にあたっては、国立社会保障・人口問題研究所の推計結果を基準としつつ

「総合戦略」において示した取り組みにより、今後の「出生率」や「社会移動率」が現状

よりも改善することを想定します。 

 

ケース 設定条件 

社人研準拠 国立社会保障・人口問題研究所推計 

パターン A（長期的な出生率の推移に

ついて国長期ビジョン参考） 

・2030 年以降の出生率について国長期ビジョンに準拠 

・社会移動率については直近の傾向が継続 

パターン B（長期的な出生率の推移に

ついて国長期ビジョン参考） 

・2030 年以降の出生率について国長期ビジョンに準拠 

・若い世代の社会移動率について 2030 年以降に均衡 
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5,358 4,782 4,168 3,787 3,415 3,101 2,812 2,541 2,283 2,031

28,193
25,230

23,222
21,379

19,668
17,503

15,631
13,901 12,541 11,471

14,596

15,793
15,935

15,566
14,953

14,662
14,069

13,443
12,511

11,352

48,147
45,805

43,325
40,732

38,036
35,266

32,512
29,884

27,334
24,854

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

年少人口（人） 生産年齢人口（人） 老年人口（人） 総人口（人）

推 計実績

（２）シミュレーション別推計 

① 国立社会保障・人口問題研究所（社人研）に準拠した場合 

合計特殊出生率が 1.3 台で推移し、社会移動率については、足元の傾向が今後も継続

すると仮定した場合。 

 

〔国立社会保障・人口問題研究所（社人研）に準拠した試算について〕 

社人研に準拠した試算では、わが市の人口は、2035年の人口は、38,036人と、4万人

を下回り、2040年には、35,266人、2050年には、29,884人と、3万人を割り込むと推計

されています。さらに、2060年には、24,854人まで減少すると推計されています。 

また、年齢区分別人口では、2015年と 2060年を比較すると、年少人口は▲3,327人（同

年比▲62.1％）、生産年齢人口は▲16,722 人（同年比▲59.3％）、老齢人口は▲3,244 人

（同年比▲22.2％）の減少となる見込みです。 

 

図表-27 社人研準拠の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-28 社人研準拠の合計特殊出生率 

 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年 

合計特殊出生率 1.35 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 

（人） 
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5,358 4,934 4,564 4,575 4,416 4,403 4,279 4,197 3,955 3,738

28,193
25,230

23,222 21,379 19,819 17,892 16,389 14,987 14,107 13,506

14,596
15,793

15,935
15,566

14,953
14,662

14,069
13,443

12,511
11,352

48,147
45,958

43,722
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39,187
36,957

34,737
32,627
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28,597
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② パターンＡ（長期的な出生率の推移について国長期ビジョン参考） 

国の長期ビジョンと同様に、合計特殊出生率が 2030年までに 1.8程度に、2040年まで

に人口置換水準である 2.07程度に上昇、社会移動率については、足元の傾向が今後も継

続すると見通し、社人研推計に準拠した場合。 

 
〔国の長期ビジョンを参考にした本市将来人口の見通し【パターンＡ】について〕 

「国の長期ビジョン」が示す中長期展望として、若い世代の結婚・子育ての希望が実現す

るならば、出生率は 1.8程度の水準まで改善することが見込まれています。 

この希望が実現した場合の出生率（国民希望出生率）＝1.8程度は OECD諸国の半数近くが

実現しているとされており、国においてまず目指すべきは、若い世代の希望の実現に全力で

取り組み、出生率の向上を図ることとされています。また、2005 年に公表された OECD（経

済協力開発機構）レポート(※)では、日本は、各種の対策が適切に講じられられば、出生率

が 2.0まで回復する可能性があると推計されています。 

以上のような、「国の長期ビジョン」を参考に、国と同様、合計特殊出生率が 2030年まで

に 1.8に、2040年までに人口置換水準である 2.07に上昇、社会移動率については、足元の

傾向が今後も継続すると見通し、社人研推計に準拠した場合における、本市の将来人口

を見通しました。 
 

〔パターンＡの見通し〕 

長期的な出生率の推移について、「国の長期ビジョン」を参考にした「パターンＡ」試

算では、合計特殊出生率が国の長期ビジョン同様に上昇することから、本市の人口は、

2030年には 41,520人、2040年には 36,957人となり、人口減少のスピードが社人研推計

に比べ緩やかとなります。さらに、2060年には 28,597人となり、社人研推計と比較して、

3,743人プラスとなります。 

また、年齢区分別人口では、2015年と 2060年を比較すると、年少人口は▲1,620人（同

年比▲30.2％）、生産年齢人口は▲14,687 人（同年比▲52.1％）、老齢人口は▲3,244 人

（同年比▲22.2％）の減少となり、老年人口は 2030年から減少に転じることから、年齢

区分別人口の構成比率は改善されます。 
 

図表-29 パターンＡの将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 
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図表-30 パターンＡの合計特殊出生率 

 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年 

合計特殊出生率 1.50 1.60 1.80 1.80 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 

※ 2020 年は本市独自推計値「1.5」、2030 年以降は国と同傾向とする。 

 

（※）OECD（経済協力開発機構）レポート「Trends and Determinants of Fertility Rate inOECD Countries：The Role 

of Policies」 
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③パターンＢ（長期的な出生率の推移について国の長期ビジョン参考） 

国の長期ビジョンと同様に、合計特殊出生率が 2030年までに 1.8程度に、2040年までに

人口置換水準である 2.07 程度に上昇、社会移動率については、若い世代の移動率が 2030

年以降に、均衡すると見通した場合。 

 
〔国の長期ビジョンを参考にした本市将来人口の見通し【パターンＢ】について〕 

「国の長期ビジョンを参考にした本市将来人口の見通し【パターンＡ】」同様に、合計

特殊出生率が 2030年までに 1.8に、2040年までに人口置換水準である 2.07に上昇し、社会

移動率については、若い世代の移動率が 2030 年以降に、均衡すると想定した場合におけ

る、本市の将来人口を見通ししました。 
 

〔パターンＢの見通し〕 

「国の長期ビジョン」を参考にした「パターンＢ」試算では、合計特殊出生率が国の

長期ビジョン同様に上昇すること、及び若い世代の社会移動率が 2030年に均衡すること

と想定することから、本市の人口は、2030年には 41,997人、2040年には 38,373人とな

り、人口減少のスピードがより緩やかとなります。さらに、2060年には 31,799人となり、

40年後において、人口 3万人台を維持する見通しとなります。また、社人研推計と比較

して、2060年時点で 6,945人プラスとなります。 

また、年齢区分別人口では、2015年と 2060年を比較すると、年少人口は▲1,229人（同

年比▲22.9％）、生産年齢人口は▲12,041 人（同年比▲42.7％）、老齢人口は▲3,078 人

（同年比▲21.1％）の減少となり、老年人口は 2030年から減少に転じることから、年齢

区分別人口の構成比率は改善されます。 
 

図表-31 パターンＢの将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-32 パターンＢの合計特殊出生率 

 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年 

合計特殊出生率 1.50 1.60 1.80 1.80 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 

※ 2020 年は本市独自推計値「1.5」、2030 年以降は国と同傾向とする。 

（人） 
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３ 将来の目指すべき方向性と将来人口展望 

（１）将来の目指すべき方向性 

人口減少の現状や将来人口推計結果、または市民の意識に関する調査の結果などから、

市の人口減少を抑制していくための将来の目標と目指すべき将来の方向性を次のとおりま

とめます。 

 

① 出生数の改善・出生率の向上による人口減少の抑制 

本市の人口減少では、自然増減が人口増減に与える影響が大きいことから、結婚や出産、

子育てに関わる若者の市民の希望をかなえ、出生数の改善や合計特殊出生率の向上を図っ

ていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結婚や出産、子育てに関わる市民の動向・希望】 

・独身の若者の多くは、結婚の意向を持っています。 

・一方、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」と考えています。そのため、

独身でいる主な理由としても「適当な相手にめぐり会わない」や「出会いの場がない」という回

答が多くなっています。また、異性とうまく付き合えないという理由も高い割合があります。 

・独身女性の定住意向に低い傾向があり、医療や保健・福祉サービスの充実を強く求めています。 

・重視すべき取り組みについては、「妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽減」や「充実した子育

て支援サービス」が求められています。一方で、結婚の支障となると思っていたが結婚後にさほ

ど支障とならなかったこととして、「結婚資金（挙式や新生活のための準備費用）」「結婚生活の

ための住居」といった回答があります。 

・充実を期待する子育て支援については、前回調査と比べて増加幅が大きい項目は、「認定こども

園を設置して欲しい」「学童保育を増やして欲しい」などが挙げられます。 

【出生数の改善・出生率向上へ目指すべき将来の方向性】 

・独身の若者にむけては、男女の出会う機会の提供と情報提供やきめ細かいニーズに対応したセミナーな

どを通して結婚の希望の実現を支援していきます。 
・出産後も気兼ねなく子育てができる環境の確保と、多様な子育てニーズへの対応、国・県とも連携し、子

育て世代への各種支援を実施していきます。 
・医療・保健・福祉面の充実や子育てサービスの充実を行うことを通して、妊娠から出産・子育てまでを一

貫して支援できる体制を整備していきます。 
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② 若者の転出抑制と転入促進による人口減少の抑制 

女性を中心に若者が東京圏や周辺市町村へ転出することが本市の人口動態の社会減に大

きな影響を与えていることから、転出の抑制と、Ｕターンによる転入の促進を図ることが

重要です。また、域外にあって、定住には至らないものの、本市との継続的かつ多様な形

で関わる「関係人口」の創出と拡大の取組みを進め、将来の移住者へつなげていきます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【若者における転出入の意向】 

・本市在住の高校生は、本市への定住意識においては低い割合となっており、本市へ住み続けたい理由

としては、「親の近くに住みたい」「友人がいるから」などの地縁・血縁的要因が高い傾向があります。 
・一方、茨城県内で進学・就職を希望する学生は多く、地元志向は十分にみられる傾向もあります。 
・就職したい業種として「介護・福祉・医療関連」「ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ・情報処理関連」などの専門職を希望する傾

向があります。 
・働きたい場所としては、「今住んでいる市町村ではなくても、なるべく近くで働きたい」「東京圏（東京都、

神奈川県、千葉県、埼玉県）で働きたい」という回答がほぼ同数となっています。 
【転出入の改善に向けて目指すべき将来の方向性】 

・雇用機会の創出や適切な就労に関する情報の提供を行うことで、若者の転出抑制による地域内還流を

促進します。 
・雇用の場を創出するための農業における所得向上、６次産業化による付加価値向上、商工業活性化や

企業誘致を推進し、若者や移住希望者の働く場を確保していきます。 
・子どもの時から「ふるさと意識」の醸成や本市特性を活かす視点からも、子どもたちへの環境学習会・出

前講座の実施や学校給食における地場産品提供を行うとともに、本市農産物が有する他地域と比較した

場合の優位性などを子どもたちへ伝えていくことなどを通じて、地元に対する愛着度を高める取組みを進

めます。 
・地域課題の解決や将来的な地方移住に向けた裾野を拡大するため、地域外にあって、本市と継続的か

つ多様な形で関わる「関係人口」の創出を促進します。 
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③ 人口減少社会・超高齢社会を見据えたまちづくり 

出生数の改善、出生率向上や転出入の改善には、生活の基盤となる居住地として選択さ

れるまちづくりが前提となります。また、今後の人口減少や超高齢社会が到来することは

避けられないことから、人口減少社会・超高齢社会を見据えた健康で安全・安心な、誰も

が住みやすいまちづくりを進める必要があります。    
 

 

  
 

 

 

 

 

 

④ 将来の目標と目指すべき方向性 

以上を踏まえ、本市において市の人口減少を抑制していくための将来の目標と目指すべ

き方向性について整理すると以下のとおりとなります。 

 

○ 若い世代の就労と、結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現する 

➢ 若者が本市で安心して働き、結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現できる地域を創

造します。 

○ 東京圏を中心とした人口の流出抑制と Uターン促進・関係人口の創出 

➢ 本市で住み・働き・安心・充実した生活を送りたい人を増やし、その希望をかなえら

れる地域を創造することで、若者の地域内還流、Uターン促進を目指します。 

➢ 本市との継続的かつ多様な形で関わる「関係人口」の創出と拡大の取組みを進めます。 

○ 人口減少・超高齢社会など時代を見据えたまちを構築する 

➢ 年齢を問わず、地域に居住する人々が、健康を維持し、安全・安心に住み続けられる

地域を創造します。また、人口の中長期的な展望を踏まえて、機能性や効率性に優れ

た持続可能な「まち」に再構築します。 

【今後のまちづくりに対する市民意向】 

・市民の住みよさに関する満足度で「交通」や「医療・福祉環境」などの分野が低くなっており、ハード分野

でのニーズが全般的に高くなっています。 
・今後の市のイメージは「生活環境が整ったまち」、「医療・福祉の充実したまち」が上位となっています。 

【今後のまちづくりに向けて目指すべき将来の方向性】 

・超高齢社会が到来することを踏まえ、交通を含めた都市基盤、医療・福祉面を中心に生活環境の改善を

通して、居住地として選ばれるまちづくりを推進していきます。 
・年齢を問わず、地域に居住する人々が、健康を維持し、安全・安心に住み続けられる地域を創造してい

きます。 
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（２）本市将来人口の見通しについて 

これまでの人口の現状分析や将来展望に必要な調査の結果を踏まえ、国の「長期ビジョ

ン」を参考に、合計特殊出生率と移動率にいくつかの仮定を置いて、本市の 2060年までの

総人口の見通しを試算しました。 

 

パターン A：国と同様に合計特殊出生率が 2030年に 1.8に、2040年までに人口置換水準

である 2.07まで上昇、移動率は、社人研推計に準拠した場合 

 

パターン B：国と同様に合計特殊出生率が 2030年に 1.8に、2040年までに人口置換水準

である 2.07まで上昇、移動率は、2030年以降、若い世代の移動率が均衡し

た場合 

 

また、「社人研推計に準拠」した試算では、人口減少が現在の傾向で経過した場合、総人

口は 2015年の 48,147人から 2060年に 24,854人まで減少し、▲23,293人減少する見通し

結果となっています。 

また、「パターン A」では、子どもの出産増（合計特殊出生率の上昇）による自然増を想

定した結果、2060年に 28,597人となる見込みとなり、自然増によって、「社人研推計に準

拠」した試算よりも 3,743人の増加見込みとなりました。 

さらに、「パターン B」では、子どもの出産増（合計特殊出生率の上昇）による自然増と

将来における若い世代の社会移動率の均衡を想定した結果、2060年に 31,799人となる見込

みとなり、自然増と将来における若い世代の社会移動率の均衡によって、「社人研推計に準

拠」した試算よりも 6,945人の増加見込みとなりました。 

 

図表-33 将来人口推計の設定条件 

ケース 設定条件 

社人研準拠 国立社会保障・人口問題研究所推計 

パターン A ・2030年以降の出生率について国長期ビジョンに準拠 

・社会移動率については直近の傾向が継続するものとして社人研準拠 

パターン B ・2030年以降の出生率について国長期ビジョンに準拠 

・若い世代の社会移動率について 2030年以降に均衡 
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図表-34 推計条件別将来人口推計の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-35 推計条件別将来人口推計の推移（人） 

 
2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年 

2060 年 

社人研比 

推

計

条

件 

社人研準拠 48,147 45,805 43,325 40,732 38,036 35,266 32,512 29,884 27,334 24,854 1.00 

パターン A 48,147 45,958 43,722 41,520 39,187 36,957 34,737 32,627 30,573 28,597 1.15 

パターン B 48,147 45,958 43,722 41,997 40,138 38,373 36,605 34,936 33,326 31,799 1.28 

 

合計特殊出生率の見通し（パターンＡ・Ｂの 2030年以降の出生率について国長期ビジョンに準拠） 

 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年 

社人研準拠 1.35 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 

パターンＡ・Ｂ 1.50 1.60 1.80 1.80 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 

 

【自然増減の影響と社会増減の影響】 

「社人研推計に準拠した試算」と「パターン A」を比較することで、将来人口に及ぼす

出生の影響を見ることができます。 

出生率の上昇により、「社人研推計に準拠した試算」より、「パターン A」の方が、2060

年時点で、3,743人増加見込みとなります。 

更に、「パターン A」と「パターン B」を比較することで、将来人口に及ぼす社会移動

の影響を見ることができます。 

「パターン A」と「パターン B」は、出生の仮定は同様であり、人口移動に関する仮定

のみを変えているものであり、「パターン A」では 2060年に 28,597人で、「パターン B」

では 2060 年に 31,799人と、社会移動の影響によって 3,202人の差が出ていることが見

てとれます。 

（人） 
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Ⅳ まち・ひと・しごと創生に向けた基本的な考え方 

１ 国及び本市の考え方 

（１）国の長期ビジョン及び創生総合戦略 

国は、長期ビジョンを実現するために、第 2期では 4つの基本目標と 2つの横断的な目

標、政策 5 原則を定め、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立を目指した総合戦略を

策定し、関連する施策を展開するとしています。 

 

 

基本目標１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

基本目標２ 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

横断的な目標１ 多様な人材の活躍を推進する 

横断的な目標２ 新しい時代の流れを力にする 

 
 

政策５原則 

① 自立性 

地方公共団体・民間事業者・個人等の自立につながるような施策に取り組む。 

② 将来性 

施策が一過性の対症療法にとどまらず、将来に向かって、構造的な問題に積極的

に取り組む。 

③ 地域性 

地域の強みや魅力を活かし、その地域の実態に合った施策を、自主的かつ主体的

に取り組む。 

④ 総合性 

施策の効果をより高めるため、多様な主体との連携や、他の地域、施策との連携

を進めるなど、総合的な施策に取り組む。その上で、限られた財源や時間の中で最

大限の成果を上げるため、直接的に支援する施策に取り組む。 

⑤ 結果重視 

施策の結果を重視するため、明確な PDCA メカニズムの下に、客観的データに基

づく現状分析や将来予測等により短期・中期の具体的な数値目標を設定した上で施

策に取り組む。その後、政策効果を客観的な指標により評価し、必要な改善を行う。 
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（２）国の第 2期（2020年度～2024年度）総合戦略の方向性 

第 1期での地方創生について、「継続を力」にし、従来の枠組みを維持しつつ、より一層

充実を図るとともに切れ目ない取組みを進めていくこととしています。 

 

【国の第２期総合戦略における新たな視点】 

（１）地方へのひと・資金の流れを強化する 

◆将来的な地方移住にもつながる「関係人口」の創出・拡大等。 

（２）新しい時代の流れを力にする 

◆Society 5.0の実現に向けた技術の活用。 

◆SDGsを原動力とした地方創生等。 

（３）人材を育て活かす 

◆地方創生の基盤をなす人材に焦点を当て、掘り起こしや育成、活躍を支援。 

（４）民間と協働する 

◆地方公共団体に加え、NPOなどの地域づくりを担う組織や企業と連携。 

（５）誰もが活躍できる地域社会をつくる 

◆女性、高齢者、障害者、外国人など誰もが居場所と役割を持ち、活躍できる地域社会を実現。 

（６）地域経営の視点で取り組む 

◆地域の経済社会構造全体を俯瞰して地域をマネジメント。 
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基本目標１ 地方における安定した雇用を創出する 

施 策 概 要 １－１ 地域の特性に応じた、生産性が高く、稼ぐ地域の実現 

（１） 地域資源・産業を活かした地域の競争力強化 

（２） 専門人材の確保・育成 

１－２ 安心して働ける環境の実現 

（１） 働きやすい魅力的な就業環境と担い手の確保 

 

基本目標２ 地方への新しいひとの流れをつくる 

施 策 概 要 ２－１ 地方への移住・定着の推進 

（１） 地方移住の推進 

（２） 若者の修学・就業による地方への定着の推進 

２－２ 地方とのつながりの構築 

（１） 関係人口の創出・拡大 

（２） 地方への資金の流れの創出・拡大 

 

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

施 策 概 要 ３－１ 結婚・出産・子育てしやすい環境の整備 

（１） 結婚・出産・子育ての支援 

（２） 仕事と子育ての両立 

（３） 地域の実情に応じた取組（地域アプローチ）の推進 

 

基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

施 策 概 要 ４－１ 活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保 

（１） 質の高い暮らしのためのまちの機能の充実 

（２） 地域資源を活かした個性あふれる地域の形成 

（３） 安心して暮らすことができるまちづくり 

 

横断的な目標１ 多様な人材の活躍を推進する 

施 策 概 要 横１－１ 多様なひとびとの活躍による地方創生の推進 

（１） 一人ひとりが魅力づくりの担い手となる地方創生 

（２） 地方公共団体等における多様な人材の確保 

（３） 地域コミュニティの維持・強化 

横１－２ 誰もが活躍する地域社会の推進 

（１） 誰もが居場所と役割を持つ地域社会の実現 

（２） 地域における多文化共生の推進 

 

横断的な目標２ 新しい時代の流れを力にする 

施 策 概 要 横２－１ 地域における Society 5.0 の推進 

（１） 地域における情報通信基盤等の環境整備 

（２） 未来技術の活用による地域課題の解決、地域の魅力向上 

横２－２ 地方創生 SDGs の実現などの持続可能なまちづくり 

（１） 地方創生 SDGs の実現などの持続可能なまちづくり  
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（３）本市の考え方〔鉾田市まち・ひと・しごと創生総合戦略〕 

本市においても、国の第 2期総合戦略を勘案し、第１期の地方創生について、「継続を力」

にし、従来の枠組みを維持しつつ、より一層充実を図るとともに切れ目ない取組み推進の

ため、本市の特性を活かしたまち・ひと・しごとの創生と好循環の確立を目指す総合戦略

を策定し、人口ビジョンで示された目指すべき方向の実現を図ります。 

また、「鉾田市まち・ひと・しごと創生有識者会議」の設置や、KPIの設定、客観的な事

業評価・改善に引き続き取り組むこととします。 

 

（４）持続可能な開発目標（SDGs）の推進 

2015年に国連サミットにおいて採択された、持続可能な開発目標（SDGs※）は、「誰一人

取り残さない」社会の実現を目指し、経済、社会及び環境をめぐる広範な課題に対して統

合的に取り組むこととしています。 

我が国においては、「あらゆる人々の活躍の推進」や「健康長寿の達成」、「成長市場の創

出、地域活性化、科学技術イノベーション」など 8つの優先課題を掲げ、「持続可能で強靭、

そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者

を目指す」こととしています。 

こうした理念は、持続可能な地域づくりの観点などから地方創生を進めていくうえでも

重要な視点であるため、今後は、国や県と連携して、SDGsの考え方などの普及等の取り組

みを行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇本総合戦略で取組む各施策方針と SDGs の 17 の目標との関連性について、上記アイコ

ンを用いて示します。 

※ 2015 年 9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016年か

ら 2030 年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、地

球上の誰一人として取り残さない（Leave no one behind）ことを誓っている。SDGs：Sustainable Development 

Goals の略。 
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Ⅴ 鉾田市総合戦略 

１ 総合戦略体系 

本市人口ビジョンを達成するため、前節で設定した戦略目標をもとに、以下の施策を展

開していきます。  
    戦略目標                 展開施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【しごとの創生】 

農業を中心に産業の活

性化を図り、安定した雇

用を創出する 

①農業ブランド力の向上・流通促進戦略【重点】 

②農業の担い手育成と経営環境の改善・スマート農

業技術（ICT等）活用の推進 

③商工業の振興と新産業の創出 

【ひとの創生（自然動態）】 

若い世代の結婚・妊娠・

出産・子育ての希望をか

なえる 

②子育てしやすい環境づくりの推進【重点】 

③共働き世帯・多子世帯に対する支援の充実【重点】 

①若者の結婚意欲の醸成、出会いの場の創出・マッ

チング支援【重点】 

【ひとの創生（社会動態）】 

ひとの地域内への還流

と新たなひとの流れを 

創造する 

①首都圏在住者に対する地方移住の促進・将来的な

地方移住にもつながる「関係人口」の創出【重点】 

②地域資源の活用による交流人口の拡大促進【重点】 

③若者の「ふるさと意識」醸成による地域内還流の

促進 

④「ひと」と「しごと」のマッチング支援 

【まちの創生】 

自然溢れる環境で、健

康・安心・便利な暮らし

を実現する 

①地域を描くコミュニティの創出 

②みなが健康でいられる環境づくりの推進 

③安心・便利なまちづくりの推進 
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２ 個別戦略 

戦略Ⅰ 「しごと」の創生  
農業を中心に産業の活性化を図り、安定した雇用を創出する 
【現状と課題】 

◼ 本市は、全国有数の農業産出額を誇る農業を基幹産業とするまちです。しかし、国内人口減少に

よる国内市場の縮小、グローバル化の急速な進展などを背景に価格競争の激化、農業資材の高

騰・産地間競争が一層厳しくなることが予想される中、生産性や付加価値の向上、本市農産物等

のブランド力向上、需要開拓を図る取組みが求められます。 

◼ 今後、農業環境の変化から就農意欲の減退・担い手の減少が予想され、市内での就業機会が減少

することにより人口の流失などが懸念されます。 

◼ 農業従事者の高齢化や担い手・労働力不足、耕作放棄地の増加など「人と農地の問題」が顕在化

しており、収益性の高い農業と魅力ある雇用の場としての農業の確立が求められています。 

◼ 本市の商店数、従業者数、商品販売額は年々減少傾向にあります。車社会の進展による市外への購買力の流

出やインターネットを含めた通信販売の普及などにより商環境が劇的に変化し、市内商店街における店舗数

の減少、中心市街地の空洞化、さらには商工業における後継者不足にも拍車を掛けています。 

【基 本 目 標】 

 農産物等のブランド力及び付加価値向上、差別化した流通・販売網の確立、海外市場も見据えた

販路拡大を前進させ、農業経営の安定、所得向上を促進します。 

 農業者の所得向上を図り、農業設備への投資、消費喚起等を促し、市内商工業者へ波及させることで

市内全体の所得・雇用環境を安定させ、流出人口の抑制、地域コミュニティの活性化を促進します。 

 新規就農者や意欲ある事業者等に対する幅広い支援、農地集約を促進し、農業経営体の強化を図

ります。また、地域資源を活かした６次産業化への取り組み・農家経営の多角化支援を進め、新

たな農業所得の確保を図ります。 

 新しい時代の流れを力にする観点から、Society 5.0の実現に向け、労働生産性の向上を目的と

した、ICT技術、AI技術等を活用したスマート農業技術の活用推進を促します。 

 中心市街地等で事業を営む意欲のある企業や個人事業主の支援を行います。意欲のある若者の創

業を支援し、地域雇用創出を進めます。また、閉校等の利活用を視野にいれた事業者の誘致を行

い、地域雇用創出及び地域活力を高める新産業の創出を目指します。 

【成 果 指 標】 

 

市内民営事業所に就業する従業者数 

（経済センサス活動調査） 

基準値（平成 28 年） 目標値（令和 6 年） 

12,186 人 14,000 人 

農業産出額 

（農林水産省「市町村別農業産出額」） 

基準値（平成 29 年） 目標値（令和 6 年） 

754 億円 780 億円 
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【戦略展開方針】 

 

基本目標            基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 農業ブランド力の向上と流通促進戦略【重点】  

 農産物のブランド力、付加価値向上を図るため、首都圏等でのイベントの開催・出展、従来の

マスメディアの活用に加え SNSの特性を活用した情報発信・情報拡散策の展開や、差別化した

販売戦略の確立、農産物加工品による通年での PRを推進し、農業所得の向上を目指します。 

 本市産農産物の販売促進を図るため、WEB マガジンやプロモーション動画を活用した消費者へ

の情報発信、首都圏百貨店等でのフェア開催、県と連携した旬の季節をとらえた首都圏での PR

イベント等の実施、全国の産地と連携した売場展開、日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城と連

携することで販路の拡大に向けた取り組みを推進し、農業経営の安定につなげます。 

② 農業担い手の育成・経営環境の改善・スマート農業技術（ICT等）活用の推進  

 農業従事者の高齢化、担い手・労働力不足など地域農業の抱える問題を解決するため、新規就

農者への経済的・技術的な支援を実施するとともに、地域農業の担い手への農地集積、農地の

有効利用を図ります。さらに、農家にとっては、リスクが高い経営多角化について、小規模か

らスタートする事業支援を実施するなど新たな所得確保に向けた取り組み支援を進めていきま

す。 

 新しい時代の流れを力にする観点から、Society 5.0 の実現に向け、農業分野においても、労

働力不足を補い、労働生産性の向上を目的に、ロボット技術や ICT技術を活用したスマート農

業の技術活用に注目が集まっています。本市においても、ICT を活用した自動走行トラクター

等のスマート農業の導入促進を図ることで、省力化や労働負担軽減に取り組み、生産性向上を

目指します。 

③ 商工業の振興と新産業の創出  

 本市の商工業における地域の意欲のある事業者への支援を行うとともに、閉校等のストックマ

ネジメントの視点から、利活用を進め、IT企業などに特化したサテライトオフィスの誘致を目

指すなど、雇用を創出する事業者の誘致や若者の創業支援による新産業創出を促し、地域内雇

用の拡大を目指します。 

農業を中心に産業の活

性化を図り、安定した雇

用を創出する 

①農業ブランド力の向上・流通促進戦略【重点】 

②農業の担い手の育成・経営環境の改善・スマート

農業技術（ICT等）活用の推進 

③商工業の振興と新産業の創出 
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基本施策① 農業のブランド力の向上と流通促進戦略【重点】  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

市農業所得 平成 30 年 67 億円 72 億円 

農産物関連のマスメディアへの取上げ回数 平成 30 年 年 15 回 年 30 回 

農産物加工商品化件数（延べ） 令和元年 57 件 60 件 

WEB マガジンの活用及びアプリ登録件数（延べ） 平成 30 年 3,187 件 5,000 件 

農産物一大産地としての認知度 平成 30 年 18％ 23％ 

農産物 PR 出展回数（延べ） 平成 30 年 20 回 150 回 

農産物フェア開催回数（延べ） 平成 30 年 5 回 30 回 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 農業ブランド力の向上施策 

 他産地との差別化戦略などにより本市農産物の更なる付加価値向上を図ります。 

 高級店、量販店それぞれに対応可能な出荷販売体制の確立を図るとともに、引き続き首都圏を

主とする高級店での本市産農産物の利用を促進します。 

 首都圏百貨店等でのフェア開催・出展等により市内農産物の知名度向上を図ります。 

 マスメディアを活用した従来の広報戦略を引き続き実施し、SNS 等の媒体を利用した情報発信

や情報拡散策を進め、併せてメロン等の果物消費量が少ない若者や女性をターゲットにした「需

要喚起・販売拡大戦略」を実施します。また、農産物加工品による年間を通した PR活動を展開

します。 

［主な取組］ 

ブランドアップ推進事業 など 

［主たる担当部署］ 

産業経済課 

 

■ 流通促進施策 

 市独自の WEB マガジンや市内農産物プロモーション動画を活用した情報発信を展開し、市内農

産物の魅力向上、直売所等への入込客の増加による農業所得の向上を促進します。 

 県と連携し、本市農産物の旬の時期をとらえた首都圏等をはじめ県内外での PRイベントを実施

し、首都圏に向けて消費を喚起するとともに、効果的な販売促進の PR活動を展開します。 

 グローバル化の急速な進展などの流れに対応し、ジェトロ茨城等と連携し、輸出への取り組み

を後押しします。 

［主な取組］ 

ブランドアップ推進事業 など 

［主たる担当部署］ 

産業経済課 
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基本施策② 農業担い手の育成・経営環境の改善・スマート農業技術（ICT等）活用の推進  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

新規就農者数（延べ） 平成 30 年 43 人 193 人 

実質化された人・農地プランが作成された地区数（累計） 令和元年 1 地区 33 地区 

営農支援指導 

（残留農薬検査件数）（延べ） 

（土壌分析診断件数）（延べ） 

（講習会実施回数）（延べ） 

平成 30 年 

 

605 件 

484 件 

18 回 

 

800 件 

600 件 

30 回 

優良雌牛等導入（延べ） 平成 30 年 4 件 20 件 

担い手への農地集積（累計） 

（農地中間管理機構への農地集積等） 
平成 30 年 219ha 500ha 

輸出米の作付生産者数（延べ） 令和元年 2 人 10 人 

農業経営多角化支援件数（延べ） 令和元年 － 5 件 

スマート農業導入農家件数（延べ） 令和元年 － 10 件 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 農業の担い手育成 

 新規就農者が独立して経営を開始する場合、経営が安定するまでの期間、経済的支援を行いま

す。また、農業関係団体と連携し技術的支援を実施します。 

 地域ごとに話し合いを行い、地域に合った「実質化された人・農地プラン」を作成することに

より、地域農業の問題（担い手・農地）の解決を図ります。 

 「認定農業者（※）」、「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体などの意欲ある生産者・

事業者に対し、経済的支援を行うことで、地域農業の担い手を育成します。 

 ブランド力向上セミナー（農業生産者研修）を通して、全国の生産者、各方面の専門的な人材

と交流することで、より高度な情報交換・知識の習得、意欲の向上を図り、経営感覚に優れ新

時代を担う生産者の育成を促進します。 

 農業振興センターを拠点として、GAP 導入、残留農薬検査、土壌診断、土づくり講習会など各

種事業を展開し、産地全体として安全・安心な農産物生産体制の構築を図ります。 

 酪農家の経営基盤の安定のため、優良な雌牛・受精卵を導入します。 

［主な取組］ 

農業人材強力化総合支援事業、地域農業確立推進事業、ブランドアッ

プ推進事業、持続的農業確立推進事業、畜産振興事業  など 

［主たる担当部署］ 

産業経済課 

※ 認定農業者：意欲と能力のある農業者が自らの経営を計画的に改善するため、「農業経営改善計画」を作成し、

市町村がこれを認定する制度。 
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■ 担い手への農地集約と経営環境の改善・スマート農業（ICT等）技術活用の推進 

 農地中間管理機構（※）を活用し、認定農業者を中心とする担い手への農地集積を促進します。 

 経営所得安定対策による農業従事者の安定した生活基盤の確立を進めていきます。 

 環境に配慮した農業経営を支援するため、農業用廃プラスチックの適正処理を指導・支援しま

す。 

 環境保全型農業を促進するため減農薬や堆肥等の活用を促し、連作障害の予防策として還元型

太陽熱土壌消毒への助成を実施します。 

 耕作放棄地を解消する取り組みに対して助成し、農地の有効活用を促します。 

 本市の地域資源を活用した 6 次産業化を支援することにより、地域の第２次、第３次産業まで

経済効果を波及させ、地域経済の活性化につなげます。 

 やる気ある農家が、経営多角化による取り組みを行う際に、リスクの低い小規模な事業スター

トを支援する仕組みづくりを進め、所得確保に向けた取り組みを支援します。 

 ロボットや AI等を活用したスマート農業の技術活用に注目が集まっており、新しい時代の流れ

を力にする観点から、自動走行トラクター等のスマート農業技術の推進を図ります。 

［主な取組］ 

農地中間管理事業、産地振興支援事業、水田農業改革推進

事業、経営所得安定対策事業、持続的農業確立推進事業、農

業経営多角化支援事業、スマート農業技術活用推進事業 な
ど 

［主たる担当部署］ 

産業経済課 

※ 農地中間管理機構：地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合や、耕

作放棄地等について、農地中間管理機構が借り受け、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、担い

手がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して貸付ける事業。 
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基本施策③ 商工業の振興と新産業の創出  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

誘致企業数（補助企業数）（累計） 令和元年 ― 1 件 

閉校跡地へのサテライトオフィス誘致件数（累計） 令和元年 ― 1 件 

創業件数（延べ） 平成 30 年 3 件 18 件 

商店等の支援件数（延べ） 平成 30 年 22 件 30 件 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 企業誘致の促進 

 鉾田市企業立地のための優遇制度等の PRを行うことで、工業団地及び市内への企業誘致を推進

します。また、小学校統廃合に伴う跡地、校舎等を含めたストックマネジメントの視点から、

有効活用を進め、IT企業などに特化したサテライトオフィス誘致を進めるなど、事業者誘致を

行い、地域の雇用創出を目指します。 

 Society 5.0 の実現に向け、民間企業と連携し、農業・商工業従事者、高校生等を対象にした

基礎 ICT教育を通じ、IT人材育成を図り、将来的に、「ICT教育」と「ICT利用」を鉾田市の産

業とつなげていくことで、雇用の創出を目指します。 

［主な取組］ 

企業誘致促進事業 

［主たる担当部署］ 

まちづくり推進課 

 

■ 新産業の創出 

 鉾田市商工会と連携して、地域の意欲のある若者の創業を積極的に支援し、新たな産業の創出、

地域雇用の創出につなげていきます。 

 各種関連機関と連携して、商工活動の活性化に向けた支援や中小企業者に対する融資制度の充

実、事業資金融資に関する保証の斡旋等により、金融の円滑化を図ることにより産業支援を行

います。 

［主な取組］ 

商工業振興事業、中小企業等支援事業 など 

［主たる担当部署］ 

商工観光課 

 

■ 中心市街地の商業等の活性化 

 市内で商業等を営む若者等が新たに取り組む意欲的かつ継続性のある事業を募集し、事業のソフト面

に要する経費に対し一定額支援することで、市内商工業等の振興及び活性化につなげていきます。 

［主な取組］ 

中小企業等支援事業 など 

［主たる担当部署］ 

商工観光課 
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戦略Ⅱ 「ひと」の創生（社会動態）  
ひとの地域内への還流と新たなひとの流れを創造する 
【現状と課題】 

◼ 本市では、平成 30年に約 439人が首都圏（１都３県：東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県）に

転出する一方、首都圏からの転入者は約 265人程度にとどまり、首都圏への転出超過が続いてい

ます。首都圏在住者（特に本市出身者など本市に縁のある若者）の Uターン促進、Iターン・J

ターンの可能性の検討を引き続き進めていく必要があります。 

◼ 若者などが何もきっかけがない中で、急な移住はハードルが高い場合もあることから、まずは、

地域との関わりを求める都市住民等と関係づくりを進めていく必要があります。 

◼ 本市では、男女ともに 25～39歳の「子育て世代」で大幅な転出超過となっています。子どもの

頃から郷土愛・ふるさと意識を醸成するような教育の提供、将来的な Uターンの促進に向けた取

り組みが必要となります。 

◼ 若者が地方に移住する受け皿としての雇用の確保と情報発信が課題となっています。 

【基 本 目 標】 

 地域外にあって、定住には至らないものの、本市との継続的かつ多様な形で関わる「関係人口」

の創出と拡大の取組みを進め、将来の移住者へつなげていきます。 

 従来の行政の枠組みを超えた観光関連事業を展開し、市内滞在・滞留を図るため、鉾田市観光協

会の機能強化・組織体制の整備などを進めます。 

 幼少期からの教育プログラムの充実に取り組み、ESD（持続可能な発展のための教育）と SDGs（持

続可能な開発目標）の理念普及を図り、持続可能な地域づくりを考える人材を育てます。 

 学校給食において、地域地場産品や特産品の提供を行うことで、本市への誇りや愛着を持ちなが

ら成長し、将来の定住の場となるように、次世代の人材育成に取り組みます。 

【成 果 指 標】 

 

社会移動数（純移動数） 

（茨城県「常住人口調査」） 

基準値（平成 30 年） 目標値（令和 6 年） 

△119 人 △60 人 

観光客入込客数 

（茨城県「観光動態調査」） 

基準値（平成 30 年） 目標値（令和 6 年） 

1,069,100 人 1,300,000 人 



Ⅴ 鉾田市総合戦略 

２ 個別戦略 

61 

 

 

【戦略展開方針】 

 

基本目標            基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 首都圏在住者に対する地方移住の促進・将来的な地方移住にもつながる「関係人口」の創出【重点】 

 移住希望者への PRツールの開発、情報発信の充実を図ります。また、空家バンクへの登録を促

し、宅地建物取引業協会との連携により、住まいの選択肢の一つとなる空家を紹介するなど、

若者を中心に首都圏在住者の Uターン・地方移住を促進します。 

 移住や UIJターンに伴う負担を軽減するため、県と連携し、東京圏から本市への移住者に対し

て、経済的支援の取組みを進めます。 

 地域課題の解決や将来的な地方移住に向けた裾野を拡大するため、定住には至らないものの、

地域外にあって、本市と継続的かつ多様な形で関わる「関係人口」の創出と拡大の取組みを進

めます。 

② 地域資源の活用による交流人口の拡大促進【重点】  

 従来の行政の枠組みを超えた観光関連事業を展開するため、鉾田市観光協会の機能強化・組織

体制の整備などを進め、本市の特性を活かした観光コンテンツの創出、それらを活用した市内

回遊・滞留の仕組みづくりを進めていきます。 

 観光センターの利用促進、観光協会ホームページや SNS等多媒体での情報発信に取り組み、交

流人口の拡大を促進します。また、交流イベントをさらに充実させ、本市の魅力を知ってもら

うきっかけづくりに取り組みます。 

 鹿行地域での広域観光等の事業を周辺市町との連携により推進します。 

 日本屈指のサーフスポットを本市の観光資源の一つとして認識を深め、サーフィンを軸とした

観光振興についての基本構想を行うなど、その可能性について検討を進めます。 

 

 

 

ひとの地域内への還流

と新たなひとの流れを 

創造する 

①首都圏在住者に対する地方移住の促進・将来的な

地方移住にもつながる「関係人口」の創出【重点】 

②地域資源の活用による交流人口の拡大促進【重点】 

③若者の「ふるさと意識」醸成による地域内還流の

促進 

④「ひと」と「しごと」のマッチング支援 
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③ 若者の「ふるさと意識」の醸成による地域内還流の促進  

 ESD（持続可能な発展のための教育）の視点に立った教育を引き続き推進するとともに、県の教

員研修プログラムなども活用し、持続可能な開発目標である SDGsの理念とも関連させながら、

持続可能な地域づくり実現のための知識と考える力を育てます。 

 学校給食において、本市が誇る地域の地場産品や特産品の提供を行うとともに、本市農産物が

有する他地域と比較した場合の優位性などを子どもたちへ伝えていくことで、地域産品の誇

り・本市への誇りや愛着を持って成長してもらえる取り組みを進めます。 

 中高生と連携し、本市の魅力的な地域資源の発掘を行うことで、「ふるさと意識」を醸成する仕

組みづくりを進めていきます。また、文化振興などにも取り組み、若者の地域内還流の促進に

取り組みます。 

 ラムサール登録湿地である涸沼周辺に、自然環境を育むことができる公園施設を整備し、SDGs

の理念も踏まえ、子どもたちへの環境学習に取り組みます。 

 地元高校生と首都圏大学生とが市内においてフィールドワークを行い、若者視点で地域資源を

再発見することで、「ふるさと意識」の醸成を図るとともに本市への定住促進を図ります。 

④ 「ひと」と「しごと」のマッチング支援  

 定住する「ひと」と地域内の「しごと」をマッチングするための「職業相談室」のさらなる充

実を図ります。 

 小学生を対象に、地域事業者での職場体験や農業体験を行うことで、地域の「しごと」を身近

に感じてもらう取り組みを行います。 

 首都圏大学生を対象に本市の課題解決提案型の「まちづくりコンテスト」を開催し、よそ者視

点で本市の魅力の掘り起こしを行うとともに、ビジネスパーソンとの交流を通じ本市への起業

促進に努めます。 
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基本施策① 首都圏在住者に対する地方移住の促進・将来的な地方移住にもつなが

る「関係人口」の創出【重点】  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

若者移住数（延べ） 令和元年 25 人 150 人 

関係人口数（※該当事業による創出数）（延べ） 平成 30 年 43 人 200 人 

シティプロモーション発信ツールＰＶ数（延べ） 令和元年 － 5,000 件 

空家バンク登録件数（延べ） 平成 30 年 2 件 100 件 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 首都圏向け移住促進 

 「移住・交流情報ガーデン」（東京）等を活用した首都圏向けの情報発信を強化するとともに、

庁内の移住相談窓口において、円滑に移住相談を受け付けられる体制を整備します。また、「い

ばらき移住・二地域居住推進協議会」とも連携を図っていきます。 

 若者の移住や UIJ ターンに伴う経済的負担を軽減するため、鉾田市移住定住促進事業補助金の

ほか、県のわくわく茨城生活実現事業補助金と連携を図ることで、首都圏から本市への移住者

に対し支援を行うことで移住を促進します。 

 本市出身者で首都圏に転出した若者に対して、ITなどを活用し情報発信を行うことで、将来的

な地方移住を検討する段階で常に本市を選択肢に含めてもらう仕組みづくりを行い、U ターン

を促進します。 

 移住に向けた PRチラシを制作し、首都圏等へ幅広く情報発信を行います。 

 Uターン、Iターンした方から収集した情報と、地域おこし協力隊員からの情報など、本市の魅

力を首都圏に向け発信することで、移住を促進します。 

［主な取組］ 

移住促進事業、わくわく茨城生活実現事業 など 

［主たる担当部署］ 

まちづくり推進課 
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■ 「関係人口」の創出 

 県と連携し、ローカル志向を持つ首都圏人材の呼び込みを進め、本市がその受け皿となり、地

域資源の掘り起こし発掘や見える化に取り組むとともに、「関係人口」に対して地域と多様に関

わる機会を提供します。 

 潜在的な移住希望者層を掘り起こすため、首都圏の若者をターゲットに地元住民との交流事業

や首都圏におけるセミナー、都市部女性向け農業体験ツアーなど、都会の若者に多様な関わり

の機会を提供することにより、関係人口の創出・深化を図ります。 

 首都圏の大学生等を対象に市内フィールドワークを実施し「よそ者視点」による地域課題

や地域資源を発見し、本市の魅力を広く発信してもらうことで、首都圏の大学生と継続的

な連携を図るとともに、本市に魅力や関心を抱いた方々との繋がりを広げることで関係人

口の増加に向けた仕組みを構築します。 

［主な取組］ 

移住促進事業（つながる茨城チャレンジフィールドプロジ

ェクト）、関係人口創出事業 など 

［主たる担当部署］ 

まちづくり推進課 

 

■ 空家の情報提供 

 地方移住者の住居の選択肢の一つとなる空家について、利活用可能な空家の所有者へ空家バン

クへの登録を促し、宅地建物取引業協会と連携して、希望者に対して空家を紹介します。 

［主な取組］ 

空家対策事業  

［主たる担当部署］ 

都市計画課 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ 鉾田市総合戦略 

２ 個別戦略 

65 

基本施策② 地域資源の活用による交流人口の拡大促進【重点】  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

滞在人口率 平成 30 年 0.98 倍 1.08 倍 

鉾田市観光協会ホームページ・SNS等イベントの情報発信

件数 
平成 30 年 年 244 件 年 500 件 

涸沼観光センター利用者数 平成 30 年 年 8,070 人 年 10,000 人 

観光イベント入込客数 令和元年 7,000 人/日 22,000 人/日 

大竹海岸鉾田海水浴場等入込客数 平成 30 年 年 24,880 人 年 50,000 人 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 鉾田市観光協会の機能強化等による観光コンテンツ創出・涸沼観光センター利用促進 

 従来の行政の枠組みを超えた観光施策を展開するため、鉾田市観光協会の機能強化・組織体制

の整備などを進め、本市の特性を活かした観光コンテンツの創出、それらを活用した市内回遊・

滞留の仕組みづくりに取り組みます。また、必要に応じた施設のリニューアルなど観光コンテ

ンツ創出に向けた後押しも同時に進めます。 

 涸沼の観光情報発信拠点となる涸沼観光センターの利用促進を引き続き進めます。 

 鉾田市観光協会のホームページの充実を図るとともに、SNS 等を活用した情報発信頻度を増や

すなど、積極的な情報発信に取り組みます。 

［主な取組］ 

観光振興事業、観光センター管理事業 など 

［主たる担当部署］ 

商工観光課 

 

■ 広域観光等の推進 

 アントラーズホームタウン DMO 事業を鹿行 5 市と連携し、引き続き進めますが、鹿島アントラ

ーズのブランド力を軸としたスポーツ合宿の誘致といった「スポーツツーリズム」だけでなく、

本市地域特性を活かした「グリーンツーリズム」にも注力していきます。 

［主な取組］ 

観光振興事業（アントラーズホームタウン DMO事業） 

［主たる担当部署］ 

商工観光課 
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■ 交流イベントの充実・通年を通した本市への観光客数入込 

 観光客が落ち込む秋から冬にかけて、イルミネーションの実施や観光イベントを開催すること

により、通年を通した本市のにぎわいを創出します。また、イベント期間中には、農産物をは

じめ、市の地域資源の魅力を発信します。 

 「観光イベント」、「大竹海岸鉾田海水浴場」、「鉾田花火大会」等の交流イベントをさらに充実

させ、交流人口の拡大につなげていきます。 

［主な取組］ 

観光イベント開催事業、海水浴場維持管理事業、花火大会

補助事業 など 

［主たる担当部署］ 

商工観光課 
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基本施策③ 若者の「ふるさと意識」の醸成による地域内還流の促進  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

中高生連携事業参加者数（延べ） 令和元年 19 名 100 名 

ESD・SDGs 理念普及に取り組む学校割合 令和元年 50% 100% 

学校給食における地場産品活用割合 平成 30 年 54.5% 60％ 

自然体験学習会の実施回数（延べ） 平成 30 年 4 回 9 回 

土曜日教育活動事業参加者数 平成 30 年 年 417 人 年 450 人 

芸術文化に対する市民満足度 平成 30 年 13.3% 30% 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 中高生連携事業の開催・学校教育における SDGsの理念普及推進 

 地元の中学生・高校生と連携し、地域資源（人材・歴史・自然等）の発掘など地域について自

ら学んでもらう仕組みを構築することで「ふるさと意識」を醸成し、若者の地域内還流を図る

ための取り組みを実施します。 

 ESD（持続可能な発展のための教育）と SDGs（持続可能な開発目標）の理念をもとにした、持

続可能な地域づくり実現のための知識と考える力を育てます。 

［主な取組］ 

中高生連携事業、特色ある教育推進事業 など 

［主たる担当部署］ 

まちづくり推進課・指導課 

 

■ 学校教育における本市地場産品活用による本市への誇りの醸成 

 学校給食におけて、本市が誇る地域の地場産品や特産品の提供を行うとともに、本市農産物が

有する他地域と比較した場合の優位性などを子どもたちへ伝えていくことで、本市農業への理

解を深め、地域産品への誇りを持ち、ひいては本市への誇りや愛着を持って成長してもらえる

取り組みを進めていきます。 

［主な取組］ 

学校給食センター運営管理事業 など 

［主たる担当部署］ 

学校給食センター 
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■ 自然体験、文化振興への取り組み 

 教育環境の充実を図り、さらに郷土への愛着を深めていきます。 

 自然溢れる本市の特色を活かし、子どもたちに対して環境学習会や出前講座を実施することで、

本市への親しみを育みます。 

 ラムサール登録湿地である涸沼周辺に、自然環境を育むことができる公園施設を整備し、SDGs

の理念も踏まえ、子どもたちへの環境学習に取り組みます。 

 文化・芸術の活動に対する各種支援を行い、若者が郷土の文化・芸術に親しみを持ってもらう

取り組みを行います。 

 地域の豊かな経験を持つ人材や団体等と連携を図りながら、土曜日における教育支援体制の構

築に引き続き取り組みます。 

［主な取組］ 

自然体験事業、芸術文化創造事業、土曜の教育活動事業 な

ど 

［主たる担当部署］ 

生活環境課・生涯学習課・指導

課・中央公民館 
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基本施策④ 「ひと」と「しごと」のマッチング支援  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

鉾田市地域職業相談室利用者数 平成 30 年 年 5,033 人 年 7,000 人 

職場体験の実施率（学校単位） 平成 30 年 60％ 100％ 

農業体験の実施率（学校単位） 平成 30 年 75％ 100％ 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 地域職業相談室の利用促進 

 「鉾田市地域職業相談室」の利用促進、さらには「ハローワーク」、「茨城就職支援センター」

等の周知、利用促進を図っていきます。また、常陸鹿嶋地区雇用対策協議会等関連機関との連

携を図り、企業の従業員の確保と就業希望者の就職を支援します。 

［主な取組］ 

職業相談室管理運営事業 など 

［主たる担当部署］ 

商工観光課 

 

■ 職場体験、農業体験の充実など 

 市内事業者等との連携をさらに進め、職場体験等を通して子どもたちの今後の生活に必要な発

達段階に応じた職業に関する基礎的な知識や技術・技能の習得への関心を高め、望ましい勤労

観、職業観の育成を図ります。 

 子どもたちに地域にある事業者へ目を向かせ、地元への愛着や誇りを持たせることで、本市域

での就職を促進します。 

 子どもたちが実際に本市の優れた農業の現場に触れる農業体験活動を通して、将来の本市農業

を担う人材の確保につなげます。 

 首都圏大学生を対象に本市の課題解決提案型の「まちづくりコンテスト」を開催し、よそ者視

点で本市の魅力の掘り起こしを行うとともにビジネスパーソンとの交流を通じ本市への起業促

進に努めます。 

［主な取組］ 

職場体験事業、農業体験事業、移住促進事業（つながる茨

城チャレンジフィールドプロジェクト）など 

［主たる担当部署］ 

指導課・まちづくり推進課 
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戦略Ⅲ 「ひと」の創生（自然動態）  
若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる 
【現状と課題】 

◼ 若者の未婚率は年々上昇を続けており、晩婚化が少子化の一因となっています。一方で、若者の

結婚意向は依然として高く、出会いの場がないことや適当な相手にめぐり会えないことが独身の

理由となっており、男女の出会いの場づくりについて、引き続き支援していく必要があります。 

◼ 未婚の若者や若者世帯の出産の希望を実現できるように、子育てしやすい環境を整備することが

求められています。 

◼ 若者世帯では、子育てにおける経済的支援、医療機関の整備、学童保育や子育ての相談ができる

場所などの子育てサービスの充実を求めており、多子世帯や共働き世帯でも安心できる子育て支

援体制を構築していく必要があります。 

【基 本 目 標】 

 若者の未婚率が上昇している一方で、多くの若者は結婚の意向があることから、出会いの場づく

りや情報の提供により、若者の結婚につなげていきます。 

 若い世代に対する結婚・妊娠・出産・子育てに関わる切れ目のない支援体制を構築することによ

り出生数の改善を目指します。 

 子どもを望む世帯に向けて、不妊治療等に対する助成を行います。 

 子育て世帯に対しては、保育料への給付制度、様々な悩みに対する相談体制を構築します。 

 共働き世帯や多子世帯に対する支援の充実を図ります。 

 子どもを産み育てやすい環境をつくり、子育てのしやすいまちとして選ばれるまちを実現しま

す。 

【成 果 指 標】 

 

婚姻数 

（厚生労働省「人口動態調査」） 

基準値（平成 30 年） 目標値（令和 6 年） 

162 組 200 組 

出生数 

（茨城県「常住人口調査」） 

基準値（平成 30 年） 目標値（令和 6 年） 

231 人 250 人 
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【戦略展開方針】 

 

基本目標            基本施策 

 

 

 

 

 

 

① 若者の結婚意欲の醸成、出会いの場の創出・マッチング支援【重点】  

 晩婚化の改善に対しては、若者の結婚意欲を醸成するための情報提供のほか、出会いの場の創

出に努めます。さらに鉾田市版出会いサポートセンターを創設し、地域の世話好きな方が結婚

を斡旋するような仕組みづくりを進めていくことで、婚姻数の増加に向け必要な取り組みの一

層の充実を図ります。 

② 子育てしやすい環境づくりの推進【重点】  

 若者世帯が子育てしやすいまちと思える環境づくりを促進します。不妊治療等を受ける世帯に

対しては、特定不妊治療費等の一部助成を実施するなど経済的負担を軽減します。また、子ど

もに対して定期的な健康診査の実施や、相談・指導による継続的な母子の健康に対する支援、

青少年教育の充実など、子育て期間中の切れ目のない支援を行います。 

 子育てしやすいまちをより一層充実させるため、育児疲れや育児ストレスの解消、またはママ

友との交流する環境づくりを行うとともに、多様化する子育てニーズに対応するため、幼保両

機能を併せもつ認定こども園の設置を進めます。 

③ 共働き世帯・多子世帯に対する支援の充実【重点】  

 共働き世帯や多子世帯に対しては、子どもの預かり環境の整備や、経済的な負担を軽減するた

めの給付を行い、子育て世代が安心して子どもを産み育てる環境を創出します。 

 

 

 

若い世代の結婚・妊娠・

出産・子育ての希望をか

なえる 
②子育てしやすい環境づくりの推進【重点】 

③共働き世帯・多子世帯に対する支援の充実【重点】 

①若者の結婚意欲の醸成、出会いの場の創出・マッ

チング支援【重点】 
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基本施策① 若者の結婚意欲の醸成、出会いの場の創出・マッチング支援【重点】  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

婚活セミナー等参加者数（延べ） 令和元年 20 人 200 人 

いばらき出会いサポートセンター登録件数（延べ） 令和元年 8 件 50 件 

婚活支援事業補助金申請件数（延べ） 令和元年 2 件 15 件 

婚活イベント実施回数（延べ） 平成 30 年 2 回 10 回 

鉾田市版出会いサポートセンターによる婚姻成立組数（延べ） 令和元年 － 10 組 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 結婚に関わる意識の醸成・出会いの場づくり・マッチング支援 

 独身者に向けて、セミナーやフォーラムの開催を通して結婚に対する意識の醸成を図ります。 

 市民団体等が開催する婚活事業への補助を実施することにより、様々な形での出会いの場づく

りを促進します。 

 婚活イベントに限ることなく、様々なイベントの機会を活用して若い男女の出会いの場を創出

し、若者の結婚を促進します。 

 いばらき出会いサポートセンターなどの結婚支援団体との連携によって、若い男女の出会いの

場づくりを促進します。 

 若者が独身でいる理由として「異性とうまく付き合えない」と答える割合も高いことから、婚

活セミナー等を通じて、異性とのコミュニケーションを学ぶ機会づくりなども併せて進めます。 

 鉾田市版出会いサポートセンターを創設し、出会いコーディネーター（現代版仲人）の養成を

行い、その方々が結婚相談や、結婚斡旋するような仕組みをつくることで、市内在住の結婚を

希望している男女の結婚をマッチングします。 

［主な取組］ 

婚活支援事業、鉾田市版出会いサポートセンター事業 な

ど 

［主たる担当部署］ 

まちづくり推進課 
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基本施策② 子育てしやすい環境づくりの推進【重点】  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

不妊治療等助成率 平成 30 年 100％ 100％ 

産後世帯訪問率 平成 30 年 100％ 100％ 

５歳児健康診査受診率 平成 30 年 100％ 100％ 

新生児聴覚検査受診率 令和元年 ― 100% 

子育て環境満足度 平成 30 年 18.4％ 40％ 

待機児童数 平成 30 年 0 人 0 人 

公立認定こども園数 令和元年 ― １園 

子育てカフェ参加件数 令和元年 年 153 件 年 200 件 

フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業 登 録 会 員 数  平成 30 年 108 人 150 人 

青少年相談員数 平成 30 年 33 人 36 人 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 出産・母子保健に関わる支援の充実 

 出産に関しては、不妊に悩む夫婦への支援として、特定不妊治療費等の一部助成を行います。

また、妊娠はしても、流産、死産を繰り返してしまう「不育症」に悩む夫婦へも治療費の一部

助成により、経済的支援を行います。 

 妊娠・出産・乳幼児期の疾病や事故を未然に防ぐため、定期的な健康診査と相談・指導による

継続的な母子の健康支援に努めます。 

 5歳児を対象にした健康診査を実施し、安心して就学できるよう支援します。 

 聴覚障害の早期発見・早期療育につなげるため、自己負担を軽減し、できるだけ多くの新生児

の聴覚検査受検を促します。 

 家事や育児支援など、子育てに対する直接支援を必要とする世帯にヘルパーを派遣する制度を

引き続き実施します。 

［主な取組］ 

不妊治療等助成事業、産前・産後サポート事業、療育支援

事業、新生児聴覚検査、子育て支援ヘルパー派遣事業 な

ど 

［主たる担当部署］ 

健康増進課・子ども家庭課 
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■ 子育て世帯に対する支援体制の充実 

 国・県と連携し、3歳～5歳までの全ての児童及び 0歳～2歳までの住民税非課税世帯の児童の

幼稚園、保育園、認定こども園等の費用の無償化に取り組み、子育て世代の経済的負担を軽減

します。 

 幼児教育・保育の無償化に伴い実費徴収となった 3 歳以上の給食費の補助を実施し、経済的負

担を軽減します。 

 公立保育所の運営、民間保育園等への委託を通して、引き続き待機児童数「０」を維持します。 

 多様化する保育サービスなどの子育て支援に対応するため保育園的機能と幼稚園的機能を併せ

持つ幼保連携型認定こども園の整備を進めます。 

 「子育て世代包括支援センター」の運営を通し、就学前の親子を対象に、「子育てカフェ」を開

催し、孤立しがちないわゆる「ワンオペ育児」中の母親などに、息抜きの機会やママ友をつく

るきっかけづくりや交流を通じて、育児疲れや育児ストレスを解消する環境づくりを進めます。 

 「子育てカフェ」などの交流の場を通し、子連れでの市内遊び場の周知を図るとともに、更に、

子どもたちが、地域の中で自由に遊び、安全に過ごすことのできる場の整備、様々な体験がで

きる機会の提供に努めます。 

 生活用品費の支出割合が高い低年齢児をもつ保護者に対して経済的支援を行います。 

 18歳までを対象に医療費の自己負担分を助成し、子育て世帯の経済的負担を軽減します。 

 子どもの健全な成長を促すために青少年の相談体制の充実を図ります。 

［主な取組］ 

幼児教育・保育無償化事業、給食費補助事業、公立保育所

運営事業、民間保育園等保育委託事業、保育・幼児教育再

編整備推進事業、子育て世代包括支援センター事業、HUG

くむ子育て応援事業、はぐくむ相談事業、子育てファミリ

ーサポート事業（ファミリーサポートセンター事業）、医療

福祉単独事業、青少年育成事業 など 

［主たる担当部署］ 

子ども家庭課・教育総務課・ 

保険年金課・生涯学習課 
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基本施策③ 共働き世帯・多子世帯に対する支援の充実【重点】  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

公立の放課後児童クラブの利用割合（利用者/申込者） 平成 30 年 100％ 100％ 

待機児童数【再掲】 平成 30 年 0 人 0 人 

病児保育可能施設 令和元年 － 1 か所 

子育て環境満足度【再掲】 平成 30 年 18.4％ 40％ 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 共働き世帯に対する支援の拡充 

 放課後の子どもの過ごし方については、民間保育園との連携を強化し、放課後児童クラブ（学

童保育）の運営を委託するとともに、市民ニーズの把握に努めます。また、大洋地区において、

新たに施設の整備を進めます。 

 共働き世帯に対しては、安心して子育てと仕事の両立をできるよう、公立保育所の運営、民間

保育園等への委託を通して、子どもを預ける保育環境の充実を図り、待機児童数「０」の維持

を図ります。また、女性の就業率向上や多様な働き方に対応できるよう、病児保育の対応がで

きる体制づくりを進めます。 

［主な取組］ 

放課後児童健全育成事業、公立保育所運営事業、民間保育

園等保育委託事業、民間保育園助成事業 など 

［主たる担当部署］ 

子ども家庭課 

 

■ 多子世帯に対する支援の拡充 

 多子世帯を中心に、安心して働き、子どもを育てる環境をつくるため、放課後児童対策の充実、

子育て世代包括支援センターによる相談体制の充実を図ります。 

 保育料等の負担軽減のため、子どもを 2 人以上持つ世帯における 3 歳児未満の利用者負担を助

成し、子どもを産み育てやすい環境づくりに取り組みます。 

［主な取組］ 

多子世帯保育料軽減事業 など 

［主たる担当部署］ 

子ども家庭課 
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戦略Ⅳ 「まち」の創生  
自然溢れる環境で、健康・安心・便利な暮らしを実現する 
【現状と課題】 

◼ 人口減少と少子高齢社会の進行により、地域コミュニティの脆弱化を招く恐れが高まってお

り、市民を主役とする協働のまちづくりを引き続き進めていく必要があります。 

◼ 自然溢れる環境で農業を中心とした産業振興を進めてきましたが、今後のまちづくりには生活環

境の整備や医療・福祉の充実などへの要望が高くなっており、周辺市町との連携を含め、健康・

安心・便利なゆとりある暮らしの実現が求められています。 

◼ 若い女性を中心とした転出超過に歯止めをかけるためには、子育て環境を含め生活がしやすいま

ちとして医療・福祉の充実を図る必要があります。 

◼ 全ての市民にとって暮らしやすい安全・安心なまちづくりを進める必要があります。 

【基 本 目 標】 

 市民を主役とする協働のまちづくりを進めてきた流れを受け、超高齢社会を見据えたまちづくり

団体の活動や生涯学習活動、地域の市民参加によるファミリーサポートセンター事業の実施な

ど、地域の総力を結集したまちづくりを進め、子育てに配慮した安心・便利な暮らし（まち）を

実現します。 

 子どもから高齢者まで世代を問わず健康に暮らせるように、周辺市町との連携により、医療・福

祉面の環境整備を進め、若い女性から子育てしやすいまちとして選ばれるまちを創造します。 

 地域の防災力や防犯力など暮らしを守る基礎力を高め、安全・安心な暮らしを実現します。 

 市民の移動手段として、既公共交通の維持確保と乗合自動車の運行拡大等の交通施策を展開する

ことで、より良い公共交通ネットワークを目指します。 

 地域の課題解決、地域の社会・生活のさらなる質の向上に向け、情報通信技術など Society 5.0

の実現に向けた技術（未来技術）の活用可能性などを検討します。 

【成 果 指 標】 

 

市民の定住意向 

（市民アンケート） 

基準値（平成 30 年） 目標値（令和 6 年） 

58.6％ 75.0％ 

若者（市内高校生）の愛着度 

（市内高校生アンケート） 

基準値（令和元年） 目標値（令和 6 年） 

59.3％ 65.0％ 
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【戦略展開方針】 

 

基本目標            基本施策 

 

 

 

 

 

 

① 地域を描くコミュニティの創出  

 人口減少と少子高齢社会の進行に備えて、市民協働によるまちづくりと地域コミュニティを強

化していくための地域におけるひとづくりを進めます。また、子育てを地域全体で支える仕組

みづくりを引き続き進めていきます。 

② みなが健康でいられる環境づくりの推進  

 全ての市民が生涯にわたって健康に暮らせるように、健診や健康教室、予防接種などを行うこ

とにより疾病予防や病気の重症化を防ぎ、市民の健康を維持する取り組みを行います。また、

周産期医療や休日・夜間等の小児等救急医療、ひとり暮らし高齢者などに対するセーフティネ

ットの構築を進めます。 

③ 安心・便利なまちづくりの推進  

 自主防災組織が定める防災計画策定への助言・指導、消防団への支援を通して地域の防災力を

向上させ、防犯灯の整備、防犯活動団体への支援を通して地域の犯罪を未然に防ぐ環境を構築

します。 

 乗合自動車の運行エリアの拡大による移動手段の確保を図ります。また、公共交通については、

利用促進を図るとともに、交通弱者の移動手段の確保の観点から維持に努めます。 

 県や企業等と連携して、Society 5.0の実現に向けた交通支援分野等における、AIや IoT等の

先端技術、ロボット技術を活用した実証実験等を行うことなどを検討します。 

 

 

 

 

自然溢れる環境で、健

康・安心・便利な暮らし

を実現する 

①地域を描くコミュニティの創出 

②みなが健康でいられる環境づくりの推進 

③安心・便利なまちづくりの推進 
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基本施策① 地域を描くコミュニティの創出  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

協働のまちづくり補助団体数（延べ） 平成 30年 1団体 15団体 

「市民活動交流ひろば」登録団体数（延べ） 平成 30年 1団体 10団体 

青少年教育事業に対する満足度 平成 30年 98.8％ 98.8％ 

成人式出席率 平成 30年 73％ 75％ 

放課後子供教室参加者数 平成 30年 ― 年 200人 

ファミリーサポートセンター事業登録会員数【再掲】 平成 30年 108人 150人 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 市民協働事業の活性化 

 市民団体やグループが自らの発想と行動により地域課題の解決や地域コミュニティの活性化等

に寄与する活動に対して支援を行うことで、市民を主体とする協働のまちづくりを引き続き進

めます。 

 生涯学習活動・社会教育を通して、子どもから大人まで、地域を支える人材の育成を行います。 

［主な取組］ 

まちづくり推進事業、生涯学習推進活動、青少年育成事業 

など 

［主たる担当部署］ 

まちづくり推進課・生涯学習課・

鉾田中央公民館 

 

■ 地域による子育て支援 

 子どもが夏休みなどの長期休暇期間中に地域交流や様々な体験事業などができる場の提供を引

き続き行い、子供の居場所を確保します。 

 地域の市民参加によるファミリーサポートセンター事業や、放課後子ども教室推進事業によっ

て、地域全体で子育てを支援する体制の充実を図ります。 

［主な取組］ 

放課後子ども教室推進事業、子育てファミリーサポート事

業（ファミリーサポートセンター事業） など  

［主たる担当部署］ 

生涯学習課・子ども家庭課 
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基本施策② みなが健康でいられる環境づくりの推進  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

メタボリックシンドローム率 平成 30 年 18.0％ 8.0％ 

健康教室の満足度 平成 30 年 100％ 100％ 

健康教室参加者数（延べ） 平成 30 年 8,900 人 12,450 人 

子どもインフルエンザ予防接種接種率 平成 30 年 88％ 90％ 

シルバーリハビリ体操 3 級指導士数（延べ） 平成 30 年 171 人 200 人 

認知症サポーター数（延べ） 平成 30 年 4,613 人 6,000 人 

要介護認定率 平成 30 年 15.4％ 15.4％ 

高齢者世帯への火災報知器設置数（延べ） 平成 30 年 364 台 420 台 

夜間小児救急利用者受入体制 平成 30 年 365 日（通年） 365 日（通年） 

新規医師雇用数（補助）（延べ） 平成 30 年 7 人 12 人 

ドナー登録者数（延べ） 平成 30 年 184 人 200 人 

国体後のクライミング大会実施回数（延べ） 令和元年 － 6 回 

ほこたマラソン大会参加者数 平成 30 年 年 2,059 人 年 2,500 人 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 市民の健康づくりの推進 

 市民の生活習慣病の発症を未然に防ぐために、メタボリックシンドロームの該当者や予備群の

者に対する特定保健指導事業や健康教室を通して、生活改善や健康維持、健康増進を図ります。 

 子どもや妊娠を希望する若者には、任意となっている予防接種の補助を行い、健康な生活づく

りを推進します。 

 高齢者に対しては、介護予防事業により健康寿命の延伸を図ります。 

［主な取組］ 

特定保健指導事業、健康教室事業、生活習慣病予防対策事

業、予防接種事業、地域支援事業 など 

［主たる担当部署］ 

保険年金課・健康増進課・介護保

険課 
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■ 妊娠・子育てから高齢期までのセーフティネットの構築 

 市内の病院、医院、診療所及び旧鉾田保健所管内の公的病院の医師不足を解消し、地域医療体

制を維持するため、常勤医師を新たに雇用するための補助を行います。 

 休日及び夜間における小児等の救急医療については、休日診療在宅当番医制や鉾田地域病院群

輪番制、鹿嶋市夜間小児救急診療所の啓発活動を行います。 

 周産期医療については、医療機関と連携し妊娠から出産、育児等において、市民が安心して過

ごすことができるよう支援を行います。 

 ひとり暮らしの高齢者などの見守りを必要とする世帯には、緊急通報システムや定期便事業、

火災報知器の給付などにより安全・安心を確保します。 

 骨髄移植とドナー登録の推進を図るため、骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）または最終同

意後に骨髄等の提供が中止になった者及び事業者に対し、経済的な負担を軽減する助成を行い

ます。 

［主な取組］ 

夜間小児救急事業、医師確保支援事業、骨髄ドナー支援事

業、高齢者生活支援事業 など 

［主たる担当部署］ 

健康増進課・介護保険課 

 

■ スポーツを通した健康づくりの推進 

 国体終了後のスポーツクライミング施設を「国体のレガシー」として活用し、県内スポーツク

ライミングの中心地を目指し大会等を開催し、スポーツクライミングを普及させることで、ス

ポーツを通した健康づくりの意識向上を図ります。 

 ほこたマラソン大会をハーフマラソンの大会として継続実施することにより、市民の参加機会

を確保し、健康づくりを支援します。 

 スポーツ推進委員を中心に、幅広い年齢層に向けて教室や大会を開催し、市民の健康増進を推

進します。 

 総合型地域スポーツクラブ、体育協会、スポーツ少年団等への支援を行い、団体等の活性化や

スポーツ人口の拡充に努めます。 

 市のスポーツ拠点施設である鉾田総合公園等の機能充実を引き続き進め、誰もが安全かつ快適

に活動できるスポーツ環境の維持・整備に努めます。 

［主な取組］ 

スポーツクライミング推進事業、ほこたマラソン大会事業、

スポーツ団体等支援、スポーツ推進事業 など 

［主たる担当部署］ 

生涯学習課 
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基本施策③ 安心・便利なまちづくりの推進  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標 基準年度 基準値 目標値（令和 6 年） 

防災計画策定済み自主防災組織数 平成 30 年 － 20 団体 

防犯灯設置基数（延べ） 令和元年 7,350 基 7,600 基 

防災行政無線戸別受信機デジタル化更新率 令和元年 0％ 100％ 

鹿島臨海鉄道 1 日当たり平均市内駅利用者数 平成 30 年 1,269 人 1,330 人 

デマンド型乗合タクシー1 便当たりの年間平均利用者数 平成 30 年 2.7 人 3.0 人 

 

施 策 方 針 と 主 な 事 業 

■ 地域防災力の強化 

 大規模自然災害等が発生した場合、消防署や防災関連機関だけの対応には限界があるため、地

域住民の自助・共助意識の高揚を図り、自主防災組織など市民による自発的な組織づくりや地

区防災計画の策定を支援するとともに、それら組織との協働により地域防災力の向上を図りま

す。 

 市内の防犯灯の設置及び維持管理や交通安全団体、防犯活動団体への支援を行い、市民の交通

安全意識の向上と防犯対策の強化を図ります。 

 本市の消防団は、県内有数の規模を誇り、地域防災体制の中核的存在として活躍しています。

近年全国で大規模災害が頻発している中、消防団活動が大いに期待されているところですが、

団員の高齢化に伴う退団者の増加、就業者における被雇用者の増加など、団員の確保が難しく

なってきています。団員数の減少は地域防災力の低下に直接結びつくことから、組織・規模の

維持が不可欠であるため、消防団員が災害現場においてより安全に活動できるよう、青年層が

参加しやすい環境を整え団員の確保に努めるとともに、装備の充実を図ります。 

 防災行政無線のデジタル化更新に併せて、戸別受信機や防災ラジオをデジタル対応型に更新し、

引き続き市民に対して防災情報を伝達します。 

［主な取組］ 

自主防災組織育成等事業、安全で安心なまちづくり推進事

業、消防団活動事業、消防施設整備事業、防災行政無線デ

ジタル化事業 など 

［主たる担当部署］ 

総務課危機管理室 
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■ 交通弱者に配慮した公共交通の確保 

 路線バス及び鹿島臨海鉄道大洗鹿島線は地域の重要な公共交通機関であることから、沿線の市

町と連携して利用促進等の継続支援を行います。 

 乗合自動車（デマンド型乗合タクシー）については、現在、旧大洋村・旧鉾田町の一部地域の

みの運行であるが、その他の市域についても公共交通空白地域が広がっていることから、デマ

ンド型乗合タクシーの運行区域を拡大することで移動手段の確保を図ります。 

 交通政策分野において、必要に応じて、県や企業等と連携し、AIや IoT等の先端技術を活用し

た実証実験等の取組みなどを検討します。 

［主な取組］ 

大洗鹿島線支援事業、乗合自動車運行事業 など 

［主たる担当部署］ 

まちづくり推進課・社会福祉課 
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Ⅵ 資料編 

１ 鉾田市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱 

（設置） 

第１条 急速な少子高齢化の進展に的確に対応し，将来にわたって鉾田市の特徴を活かした

自律的で持続的な社会を創生するため，鉾田市まち・ひと・しごと創生本部（以下「本部」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事務は，次のとおりとする。 

（１）まち・ひと・しごと創生に関する目標及び施策に関する基本的方向に関すること。 

（２）人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。 

（３）人口ビジョン及び総合戦略の進行管理に関すること。 

（４）その他，本部の設置趣旨に関連すること。 

（構成） 

第３条 本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長には市長を，副本部長には副市長及び教育長をもって充て，本部員は，別表に掲

げる者をもって充てる。 

（本部会議） 

第４条 本部長は，必要に応じ，会議を招集し，これを主宰する。 

２ 本部長に事故があるときは，副本部長がその職務を代理する。 

３ 本部長は，必要があると認めるときは，本部員以外の者を出席させ，意見又は説明を求

めることができる。 

（ワーキングチーム） 

第５条 本部長は、第２条に掲げる事項を推進するにあたり，補助機関としてワーキングチ

ームを設置するものとする。 

２ ワーキングチームの構成は，本部長が指名するものとする。 

（事務局） 

第６条 本部の庶務は，総務部 政策秘書課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，本部の運営その他について必要な事項は，本部長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成２７年３月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は，令和元年１０月１６日から施行する。 

 

別表 

本部員 
総務部長，市民部長，産業経済部長，建設部長，健康福祉部長，教育部長， 

上下水道部長  
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２ 鉾田市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱 

 （設置） 

第１条 鉾田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び施策の推進にあたり、専門的見

地から広く意見を聴取するため、鉾田市まち・ひと・しごと創生有識者会議（以下「有識

者会議」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１）鉾田市人口ビジョンの策定に関すること 

 （２）鉾田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び成果検証に関すること 

 （３）その他本市のまち・ひと・しごと創生に関すること 

 （組織） 

第３条 有識者会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１）市民及び市民団体代表者 

 （２）商工業・農林水産業関係団体の代表者 

 （３）教育関係団体の代表者 

 （４）金融機関の代表者 

 （５）企業等（労働団体）の代表者 

 （６）議会及び行政機関の代表者 

（７）その他市長が必要と認める者 

２ 有識者会議に、まち・ひと・しごと創生に関し専門的知識を有するアドバイザーを置く

ことができる。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （座長及び副座長） 

第５条 有識者会議に座長及び副座長を１人置く。 

２ 座長及び副座長は、委員の互選により選出する。 

３ 座長は、会議を総理し、有識者会議を代表する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 有識者会議は、座長が招集し、座長が議長となる。 

２ 有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 有識者会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは座長の決する

ところによる。 

４ 有識者会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 
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 （報償費等） 

第７条 市は、会議の委員に対し、報償費及び旅費を支給することができる。 

 （庶務） 

第８条 有識者会議の庶務は、総務部政策秘書課において処理する。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関して必要な事項は、座長が別

に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年７月２日から施行する。 

２ この要綱の施行後、最初の会議の招集及び委員長が決定されるまでの議長は、第６条第

１項の規定にかかわらず、市長が行うものとする。 

   附 則 

この要綱は、令和元年６月１日から施行する。 
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（設置） 

第１条 鉾田市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱第５条の規定に基づき，鉾田市まち・

ひと・しごと創生総合戦略の策定及び進行管理にあたり，庁内の総合調整を図るため，「鉾

田市まち・ひと・しごと創生庁内ワーキングチーム」（以下「ワーキングチーム」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 ワーキングチームは，次の事項を所掌し，その所掌事項について協議，検討等を行

った結果を市長に報告する。 

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定のための資料収集，調査等に関すること。 

(2) 人口ビジョン及び総合戦略の策定のための総合調整に関すること。 

(3) 人口ビジョン及び総合戦略の進行管理に関すること。 

(4) その他，人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。 

（構成） 

第３条 ワーキングチームは，チーム長，副チーム長及びチーム員をもって構成する。 

２ チーム長には政策秘書課長を，副チーム長には政策秘書課長補佐をもって充てる。 

３ チーム員は，別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会議） 

第４条 チーム長は，必要に応じ，会議を招集し，これを主宰する。 

２ チーム長に事故があるときは，副チーム長がその職務を代理する。 

３ チーム長は，必要があると認めるときは，チーム員以外の者を出席させ，意見又は説明

を求めることができる。 

（事務局） 

第５条 ワーキングチームの庶務は，総務部 政策秘書課において処理する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか，ワーキングチームの運営に関し必要な事項は，チー

ム長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成２７年６月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和元年１０月１６日から施行する。 

 

別表 

チーム長 政策秘書課長 

副チーム長 政策秘書課長補佐 

チーム 総務課長補佐、総務課危機管理室長補佐、まちづくり推進課長補佐、 

財政課長補佐、生活環境課長補佐、保険年金課長補佐、産業経済課長補佐、 

商工観光課長補佐、都市計画課長補佐、健康増進課長補佐、介護保険課長

補佐、社会福祉課長補佐、子ども家庭課長補佐、教育総務課長補佐、指導

課係長、生涯学習課長補佐、鉾田中央公民館副館長 
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４ 策定経過について 

年月日 会議名または取り組み 内   容 

令和元年 

8 月 1 日（木） 

第１回鉾田市まち・ひと・しごと

創生有識者会議 

➢ まち・ひと・しごと創生の概要等の確認 

➢ 地方創生推進交付金事業の効果検証について 

➢ 鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総

合戦略の事業進捗状況等について 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略の策定について 

7 月～9 月 各種アンケート調査の実施 ■高校生の定住意向、仕事、U ターンなどに関するニーズ調査 

【対象】鉾田第一、鉾田第二、鉾田農業に通う高校３年生 

【回収】559 票 

■若者定住意向・仕事・U ターンなどに関するニーズ調査 

【対象】25 歳以上 40 歳以下の男女 1,500 名 

【回収】339 票（回収率 22.6％） 

11 月 1 日（金） 第１回鉾田市まち・ひと・しごと

創生本部会議 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略の策定について 

➢ 鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総

合戦略の事業進捗状況等について 

11 月 5 日（火） 第１回鉾田市まち・ひと・しごと創

生庁内ワーキングチーム会議 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略の策定について 

➢ 鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総

合戦略の事業進捗状況等について 

12 月 5 日（木） 議会全員協議会 ➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略の策定について 

➢ 鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総

合戦略の事業進捗状況等について 

12 月 11 日（水）、

12 日（木）、13 日

（金）、16 日（月） 

第２回鉾田市まち・ひと・しごと

創生庁内ワーキングチーム会

議（分科会方式） 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略（素案）の検討について 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及

び総合戦略の成果目標・KPI 等の検討について 

令和 2 年 

1 月 8 日（水） 

第２回鉾田市まち・ひと・しごと

創生本部会議 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略の追加事項や見直し内容について 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略（素案）について 
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年月日 会議名または取り組み 内   容 

1 月 16 日（木） 第２回鉾田市まち・ひと・しごと

創生有識者会議 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略の追加事項や見直し内容について 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略（素案）について 

1 月 22 日（水） 

～2 月 10 日（月） 

第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略（素案） 

に係る市議会議員へ意見照会 

1 月 23 日（木） 

～2 月 21 日（金） 

第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略（素案） 

のパブリックコメント実施 

2 月 3 日（月） 議会全員協議会 ➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略の追加事項や見直し内容について 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略（素案）について 

3 月 2 日（月） 第３回鉾田市まち・ひと・しごと

創生本部会議 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略（素案）に対するパブリックコメント

及び意見照会対応に係る協議 

➢ 第 2 期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

及び総合戦略の決定 
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